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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 起立。礼。おはようございます。お座りください。 

ただいまから、平成２５年第４回南関町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（本田眞二君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定によって、３番議員、４番議員を

指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期決定について 

○議長（本田眞二君） 日程第２、会期決定についてを議題にします。 

本定例会の会期については、本日から１２月２０日までの４日間にしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 異議なしと認めます。 

従って、本定例会の会期は、本日から１２月２０日までの４日間とすることに決

定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告について 

○議長（本田眞二君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告の第１点は、第５７回町村議会議長全国大会についてであります。 

本大会は、去る１１月１３日、ＮＨＫホールにて開催されました。 

大会では、東日本大震災からの復興及び大規模災害対策の確立を期する決議など、

１６項目の決議。東日本大震災からの復興と大規模災害対策の確立に関する特別決

議など、５項目の特別決議。東日本大震災からの復興と大規模災害対策の確立など

に関する２４項目の要望事項を決定し、宣言を採択しました。 

内容の詳細につきましては事務局に備え付けてありますので、これを省略します。 

報告の第２点は、例月出納検査等報告についてです。本件については、南関町監

査委員に関する条例第１０条の規定によって、監査委員 井上康幸君、島﨑英樹君

より、平成２５年度８月分、９月分、１０月分の出納検査結果及び平成２５年度財

政援助団体等の監査結果について報告がなされています。 
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内容については、その写しをお手元に配付していますので、これを省略します。 

報告の第３点は、委員会報告についてです。総務文教常任委員会委員長より、委

員会研修について報告書が提出されていますので、報告を求めます。 

総務文教常任委員会委員長唐杉純夫君。 

○総務文教常任委員長（唐杉純夫君） おはようございます。 

総務文教常任委員会、唐杉です。委員会調査報告書を申し上げます。 

平成２５年１２月１３日、南関町議会議長、本田眞二様。総務文教常任委員長、

唐杉純夫。 

委員会調査報告書。本委員会で行いました所管事務調査事件について、調査の結

果を別紙のとおり、会議規則第７７条の規定により報告いたします。 

１、調査事件、公共施設の有益な管理運営調査のため、指定管理者制度について

調査。 

２、期間、平成２５年３月から平成２５年１２月まで。 

３、方法、先進地の視察。 

４、調査の概要、平成１８年９月、南関町で初の指定管理者制度が導入されたが、

今後もこの制度の活用が予測されるため、公園や温泉施設などに対して順次この制

度を取り入れている岡山市の事例を研修した。制度の取り組みとして、ア、指定管

理者の選定方法、原則として、公募による方式。イ、公募にあたっては、施設所管

課が所属機関である「指定管理候補者選定委員会」に諮り、その答申を得た上で、

市長、副市長他関係局長が委員となっている「公の施設の管理等に関する検討委員

会」により決定することになっている。ウ、指定管理者制度で最も期待している点

は、民間事業者等によるサービスの充実やノウハウの活用が期待できること、独立

採算で指定管理料なしでの運営を期待したい。エ、委託料の選定基準に当たっては、

それぞれに収益性の違いがあるので、施設の状況を踏まえつつ、当該施設の所管課

と財政課が協議のうえ、算出している。オ、指定管理の契約については、市の要望

事項を仕様書に明記している。募集要項に、当市の要望内容を記載して、指定管理

者を募っています。などの内容について、研修することができたけれども、帰熊後

の反省会、その後の調査等により指定管理者制度について、今後、留意すべき点を

とりまとめたので次のとおり報告します。 

①管理運営経費の削減により、施設を所有する公共団体の負担の軽減に目を奪わ

れがちであるが、サービスの向上、利便性の向上をおろそかにするといった質の低

下は絶対にあってはならない。運営費用と職員数の削減といった行政改革の面だけ

が着目されがち。 

②民間のノウハウ、実力が十分に発揮できるよう、指定管理料、指定管理料以外
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の負担割合、人材育成や設備投資を十分考慮した指定期間、指定管理者の選択方法

といったことについて、慎重な取り組みが大切である。 

③指定期間については、十分な検討が必要である。短期間であれば、正規職員の

雇用を妨げ、人材育成が困難となる。設備投資や運営面での長期的計画も阻害する

こととなり、客足が遠のく負の連鎖を招くこととなる。 

④定期的な収支の報告会、運営協議会、第三者機関による監査、指定した側から

の頻繁な訪問といった監督が必要である。 

⑤指定管理者制度が適用できる施設として、現在検討中のうから館のほかに、Ｂ

＆Ｇのプールと体育館、農就センター、公園、図書館といった施設が考えられるが、

指定管理者としては、地域の法人、公益法人、ＮＰＯが考えられる。 

⑥今後、指定管理者制度の拡充を望む場合、施設の防火管理、運営や指導資格者

といった専門知識の資格者が求められることも念頭に置くべきである。 

⑦雇用の場合の確保、地域の活性化といった面からも、今後、指定管理者の育成

にも取り組む必要があると思われる。 

以上、主な点を列記しましたが、今後も種々の取り組みを調査、参考にしながら、

当町の指定管理者制度の確立を目指すべきであるとして報告いたします。 

以上でございます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 陳情の委員会付託等について 

○議長（本田眞二君） 日程第４、陳情の委員会付託等についてです。 

本日まで受理しました陳情は、お手元に配りました陳情文書の写しのとおり、１

件を所管の常任委員会に付託し、その他は配付としましたので報告します。 

ここで、町長から挨拶の申し出があっていますのでこれを許します。町長。 

○町長（上田数吉君） おはようございます。 

平成２５年１２月定例議会開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

今年も残すところ２週間となり、本年最後の議会となりましたが、第１５期議会

といたしましても、今回の最後の議会であります。これまで、議員の皆様には南関

町の発展のために、町政への提言、提案、事業執行の施政方針等にあらゆる問題、

課題に真剣に論議を賜りましたことに、厚くお礼を申し上げます。 

さて、平成２５年を振り返ってみますと、全国的には伊豆大島町の台風による土

石流災害など、局地的な大きな災害に見舞われ、多くの人命や財産に大きな被害を

もたらしました。本町では、幸いにも被害はありませんでしたが、いつ何どき、災

害に見舞われるか、予測もつかない状況であると思います。 

次に、町政につきまして、３月に大牟田市と有明圏域定住自立圏形成協定を締結
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し、１０月には定住自立圏共生ビジョンを策定いたしました。今後は、福祉、教育、

産業振興、道路整備、防災、防犯など、様々な政策分野において相互に連携し、役

割分担のもと、圏域の活性化のため取り組んでまいります。 

また、第１保育園につきましては、存続の希望もありましたが、行政改革大綱に

基づき、３月末をもって廃園としたところでございます。 

次に、産業廃棄物管理最終処分場につきましては、熊本県環境整備事業団が８月

に工事着工し、平成２７年秋の開業を目指しているところでございます。 

さらには、中山間総合整備事業におきまして、南関西、東地区にも順調に整備が

進んでいるところでございます。 

このように、事業に取り組みができましたことは、議員の皆様のご理解とご協力

のたまものであり、改めて感謝を申し上げます。 

次に、本定例議会に提案しております議案につきまして、専決処分報告及び承認

を求める議案のほか、条例の一部を改正する条例が、南関町介護保険条例等の一部

改正する条例の制定について、ほか２件を提案しております。 

次に、平成２５年度南関町一般会計補正予算（第３号）でございますが、６,１

４０万４,０００円を追加してるところです。特に、町長選挙長、町議会一般選挙

費につきましては、同日に実施することになりましたために、予算の組み替えを行

っております。 

次に、総合文化福祉センターのリニューアルに伴う経費として２,２８７万１,０

００円を追加しております。 

次に、地域振興対策といたしまして、米田公民館建設助成金として３,８６６万

４,０００円の追加をしているところでございます。特別会計の補正予算は、南関

町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）のほか６件を提案しております。 

次に、南関町過疎地域自立促進計画の変更についての議案を提案しております。 

以上、提案１３件を提案しておりますので、ご審議の上、ご承認いただきますよ

うお願いいたしまして、ご挨拶とさせていただきます。 

○議長（本田眞二君） お諮りします。 

日程第５、議案第７２号から日程第１７、議案第８４号までの議案を一括上程し、

提案理由の説明を求めたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 異議なしと認めます。 

従って、日程第５、議案第７２号から日程第１７、議案第８４号までの議案を一

括上程することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第 ５ 議案第７２号 専決処分の報告及び承認を求めることについて 

（平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算

（第２号）） 

日程第 ６ 議案第７３号 南関町介護保険条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ７ 議案第７４号 南関町税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ８ 議案第７５号 南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定

について 

日程第 ９ 議案第７６号 平成２５年度南関町一般会計補正予算（第３号）につい

て 

日程第１０ 議案第７７号 平成２５年度南関町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１１ 議案第７８号 平成２５年度南関町公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）について 

日程第１２ 議案第７９号 平成２５年度南関町介護保険事業特別会計補正予算（第

３号）について 

日程第１３ 議案第８０号 平成２５年度南関町介護サービス事業特別会計補正予算

（第３号）について 

日程第１４ 議案第８１号 平成２５年度南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第２号）について 

日程第１５ 議案第８２号 平成２５年度南関町後期高齢者医療特別会計補正予算 

（第２号）について 

日程第１６ 議案第８３号 平成２５年度南関町宅地分譲事業特別会計補正予算（第

２号）について 

日程第１７ 議案第８４号 南関町過疎地域自立促進計画の変更について 

○議長（本田眞二君） 議案はお手元に配付してあります。 

議案名を事務局長に朗読させますので、確認をしてください。 

事務局長。 

○議会事務局長（松本 寛君） ［議案名朗読］ 

○議長（本田眞二君） 配付漏れなどありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（本田眞二君） 配付漏れなしと認めます。 

それでは、ただ今から提案理由の説明を求めます。 

担当職員は、順次説明をしてください。 
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建設課長。 

○建設課長（古澤 平君） 第７２号議案、専決処分の報告及び承認を求めることにつ

いてご説明いたします。 

平成２５年度南関町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）において、熊本県

簡易水道協会からの水道技術管理者資格取得講習会にかかる研修助成金の歳入に際

し、６款、諸収入に雑入としての歳入項目を設けていなかったため、地方自治法第

１７９条の第１項の規定により次のとおり専決処分をいたしましたので、これを報

告いたします。 

歳入、６款、諸収入に新たに２項、雑入を設け、歳入歳出予算の総額にそれぞれ

１０万円を追加し、総額を歳入歳出それぞれ６０４万７,０００円とするものでご

ざいます。 

予算書の２ページをお開きください。 

６款、諸収入に新たに２項、雑入を設け、１０万円を追加し、諸収入を１０万１,

０００円とするものでございます。 

３ページをご覧ください。 

４款、予備費は１項、予備費に１０万円を追加して３０万円とするものでござい

ます。 

６ページ。歳入の内容は、熊本県簡易水道協会からの水道技術管理者資格取得講

習会にかかる研修助成金であります。 

７ページ。この研修の歳出財源として、１款、総務費、１項、総務管理費、１目、

一般管理費の研修負担金に一般財源を充てておりましたので、１０万円を特定財源

に組み替えております。 

以上、報告いたします。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上

げます。 

○議長（本田眞二君） 総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第７３号議案、南関町介護保険条例等の一部を改正する条

例の制定について、提案の理由及び内容についてご説明いたします。 

平成２５年度税制改革によりまして、国税では延滞金等について、現在の低金利

状況に合わせて引き下げられたことにより、地方税についても同様の見直しが行わ

れました。今回の条例改正は、延滞金等の利率の見直しにより南関町介護保険条例

ほか７件の条例を一括して改正を行うものでございます。 

現在、延滞金については本則で１４.６％、納期限後１カ月以内であれば年７.

３％と定めています。ここで当分の間、年１４.６％の割合を特例基準に年７.３％

を加算した割合とし、年７.３％の割合は特例基準割合に年１％の割合を加算した
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割合とするものでございます。 

次に、次ページをお開きください。 

第１条及び第２条、南関町介護保険条例及び南関町後期高齢者医療に関する条例

は、附則の条中、特例部分を改正するものでございます。 

次のページをお開きください。 

第３条及び第４条は、南関町下水道条例及び南関町浄化槽の設置及び管理に関す

る条例は、新たに附則を追加し特例を定めるものでございます。 

また、第５条で南関町税外収入金にかかる特例手数料及び延滞金徴収に関する条

例の一部を改正する条例は、延滞金の率を地方自治法第２３１条の３第３項の規定

に従って税条例の例により定めることとしたものでございます。 

次に、第６条、第７条及び第８条は、南関町産業振興等奨励金交付に関する条例、

南関町道路占用料条例及び南関町法定外公共物管理条例の改正は、南関町税外収入

金にかかる督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の改正を準用する規定として、

条例を整理したものでございます。なお本条例の施行は、平成２６年１月１日とし

ています。 

以上で提案説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い

申し上げます。 

○議長（本田眞二君） 住民課長。 

○住民課長（菅原 力君） おはようございます。 

第７４号議案、南関町税条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由と

内容につきましてご説明申し上げます。 

まず提案の理由といたしまして今回の改正については、地方税法の一部を改正す

る法律が平成２５年３月３０日に交付され、同法による改正のうち一部のものにつ

いて、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行令の一部を改正する

省令が平成２５年６月１２日にそれぞれ交付されたことによるもので、この改正の

内容につきましては平成２８年１月１日から施行されるものとなっておりますが、

一部はそれ以降の施行となります。また本年９月定例議会において、南関町南の関

うから館の設置及び管理等に関する条例が制定されたことにより関連する条例の字

句等の一部改正が必要となったためでございます。 

次に内容についてでございますが、議案書を１枚開いていただきまして、まず、

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の見直しについてですが、一つは納税義

務者が市町村の区域外に転出した場合も特別徴収を継続することとする政令改正に

伴う特別徴収対象年金所得者の除外規定の見直し等が行われたこと。二つ目は、年

間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の特別徴収税額年税額の２
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分の１に相当する額にするという仮特別徴収税額の算定方法の見直しにより、改正

されたものであります。税条例の改正箇所としましては、第４７条の２、第４７条

の５であります。この改正につきましては平成２８年１０月以後に実施する特別徴

収について適用するのであります。 

次に、南関町南の関うから館の設置及び管理等に関する条例が制定されたことに

より施設の名称が「南関町総合文化福祉センター」から「南関町南の関うから館」

に変更されたことによりまして、入湯税関係の条文の字句等の変更を行ったもので

す。税条例の改正箇所としましては第１４２条及び第１４３条であります。この改

正につきましては平成２６年４月１日から適用するものであります。 

次に、ふるさと寄附金にかかる寄附金税額控除の見直しについてですが、地方公

共団体にふるさと寄附を行った場合、所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税

額控除により寄附金額のうち２,０００円を超える額について全額控除できる仕組

みとなっておりますが、平成２５年度から復興特別所得税が課税されることに伴い、

所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復

興特別所得税額も軽減されることを踏まえ、ふるさと寄附金にかかる特別控除額の

見直しを行うこととなったための改正でございます。税条例の改正箇所としまして

は附則第７条の４であります。 

次に、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が対

象に追加されたことに伴う所要の規定の整備に伴う法改正により改正を行っており

ます。税条例の改正箇所としましては、附則第１６条の３であります。 

議案書の裏面を開いていただきまして、次に株式等に係る譲渡所得等の分離課税

を一般株式等に係る譲渡所得等と上場株式等の分離課税に改組したことに伴う法改

正により改正を行っております。税条例の改正箇所としましては、附則第１９条で

あります。また、この附則第１９条の上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新

設したことに伴い旧附則第１９条の２を削除し、新たに附則第１９条の２を新設し

ております。また、旧附則第１９条の４から旧附則第１９条の６及び旧附則第２０

条の規定を削除し、旧附則第２０条の２を附則第２０条に繰り上げ、旧附則第２０

条の３の規定を削除し、旧附則第２０条の４を法改正に合わせて条約適用配当等に

係る分離課税について特定公社債の利子等が対象に追加されたことに伴う改正を行

うとともに、附則第２０条の２に繰り上げ、旧附則第２０条の５の規定を削除する

ものであります。 

以上で、南関町税条例の一部を改正する条例の制定について、説明を終わらせて

いただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

続きまして、第７５号議案、南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
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制定について、提案の理由と内容について説明をいたします。 

まず提案の理由といたしまして、今回の改正は地方税法の一部改正に伴い行うも

のであります。 

次に内容についてでございますが、議案書を１枚開いていただきまして、まず附

則第３項では、地方税法の改正に伴う改正として、本文方式の廃止に伴う規定の整

備として、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社債の利子が

対象に追加されたことに伴う改正を行っております。 

次に、附則第６項についてですが、これも附則第３項同様に法改正に伴う改正と

して、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課

税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴う改正を行ってお

ります。 

次に、附則第７項についてですが、これは上場株式等に係る譲渡所得等の分離課

税を新設したことに伴い、旧附則第７項から旧附則第９項までを削除し、新しく設

けたものであります。旧附則第１０項につきましては、旧附則第８項、旧附則第９

項を削除したことにより、附則第８項に繰り上げを行っております。旧附則第１１

項につきましては、削除しております。旧附則第１２項、旧附則第１３項につきま

しては、それぞれ附則第９項、附則第１０項に繰り上げを行っております。旧附則

第１４項につきましては、法改正に伴う改正として、条約適用配当等に係る分離課

税について特定公社債の利子が対象に追加されたことに伴う改正を行い、附則第１

１項に繰り上げを行っております。また、旧附則第１５項を附則第１２項に繰り上

げ、旧附則第１６項を削除しております。 

以上で、南関町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての説明

を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第７６号議案、平成２５年度南関町一般会計補正予算（第

３号）につきまして、ご説明いたします。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６,１４０万４,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億２,４８８万２,０００円とするもので

ございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。 

１４款の国庫支出金でございます。１項国庫支出金につきましては５７６万７,

０００円を追加し、３億１,６３７万円とするものでございます。２項の国庫補助

金５,２９３万円を追加し、３億９,６４３万９,０００円とするものでございます。
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１５款の県支出金１項の県負担金１４２万５,０００を追加し、１億９,４６３万２,

０００円とするものでございます。２項の県補助金１２３万６,０００円を追加し、

３億３,５３４万９,０００円とするものでございます。３項の県委託金、９万６,

０００円を減額しまして、２,２３１万３,０００円とするものでございます。１８

款繰入金１項の基金繰入金４,０２２万１,０００円を追加し、２億４,８１５万１,

０００円とするものでございます。２０款諸収入４項の雑入９９２万１,０００円

を追加し、３,５７３万９,０００円とするものでございます。２１款の町債１項の

町債でございます。５,０００万円を減額し、８億１０万７,０００円とするもので

ございます。歳入合計５７億６,３４７万８,０００円に６,１４０万４,０００円を

追加し、５８億２,４８８万２,０００円とするものでございます。 

続きまして、３ページの歳出でございます。 

２款の総務費１項の総務管理費１６６万１,０００円を追加し、５億４,５５５万

９,０００円とするものでございます。２項の徴税費５万９,０００円を追加し、１

億４０１万４,０００円とするものでございます。３項の戸籍住民基本台帳費１万

６,０００円を追加し、２,６８２万６,０００円とするものでございます。４項の

選挙費３９４万円を減額し、２,２２０万８,０００円とするものでございます。５

項の統計調査費５,０００円を追加し、５１６万円とするものでございます。３款

の民生費１項の社会福祉費３,５５４万２,０００円を追加し、１２億３,８３４万

２,０００円とするものでございます。２項の児童福祉費８２８万９,０００円を追

加し、４億８５２万７,０００円とするものでございます。４款の衛生費１項の保

健衛生費８４０万５,０００円を追加し、５億９,２８３万３,０００円とするもの

でございます。２項の清掃費４８万６,０００円を追加し、２億１,５７４万８,０

００円とするものございます。５款の農林水産業費１項の農業費１４７万円を追加

し、２億９,９９４万５,０００円とするものでございます。２項の林業費１６万３,

０００円を減額し、１,３５６万７,０００円とするものでございます。６款の商工

費１項の商工費３万９,０００円を追加し、７,５０５万８,０００円とするもので

ございます。７款の土木費１項の土木管理費９２万３,０００円を追加し、６,６９

９万円とするものでございます。２項の道路橋梁費５０４万６,０００円を追加し、

５億３,６８１万９,０００円とするものでございます。４項の住宅費５８万７,０

００円を追加し、３,０２０万８,０００円とするものでございます。５項の下水道

費１６８万１,０００円を追加し、１億１３万５,０００円とするものでございます。

６項の浄化槽整備推進事業費７万８,０００円を減額し、２,５４１万３,０００円

とするものでございます。８款の消防費１項の消防費１６３万４,０００円を追加

し、２億１,３５１万６,０００円とするものでございます。９款の教育費１項の教



 － 1 5 －

育総務費２万３,０００円を追加し、５,１６３万７,０００円とするものございま

す。３項の中学校費４６万３,０００円を追加し、４,０４５万９,０００円とする

ものでございます。４項の社会教育費９万円を追加し、１億９６３万２,０００円

とするものでございます。５項の保健体育費５万１,０００円を追加し、６,４８１

万３,０００円とするものでございます。１１款の公債費１項の公債費でございま

す、１１万７,０００円を減額し、５億７,３５８万３,０００円とするものでござ

います。１２款予備費１項の予備費７６万８,０００円を減額し、８７９万１,００

０円とするものでございます。歳出合計５７億６,３４７万８,０００円に対しまし

て、６,１４０万４,０００円を追加し、５８億２,４８８万２,０００円とするもの

でございます。 

次に、５ページの繰越明許費でございます。 

２款の総務費１項の総務管理費、事業名はまちづくり推進事業費、１,８４４万

６,０００円は、宅地分譲事業の給排水工事の分でございます。３款の民生費２項

の児童福祉事業３７８万円は、子ども・子育て支援計画策定に伴う委託料の分でご

ざいます。４款の衛生費１項の保健衛生費、事業名は地域振興対策事業、２億２５

６万５,０００円でございます。これは、米田鬼王線の工事他５件分でございます。

７款の土木費２項の道路改良費、事業名、道路新設改良事業につきましては、２億

９,７２９万６,０００円でございます。これは、大西桜原線改良工事他７件分の繰

越明許でございます。 

次に６ページをお開きください。第３表の地方債の補正でございます。補正前が

３億４,９５０万円、補正後５,０００万円を減額しまして２億９,９５０万円とす

るものでございます。 

次に９ページをお開きください。 

歳入でございます。 

１４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費国庫負担金１節の社会福祉費国庫負

担金で４０４万９,０００円を追加しております。障害者医療費国庫負担金、これ

は厚生医療の給付事業の分でございます。それから障害児施設措置費国庫負担金２

４８万７,０００円、これは障害児の通所支援事業費でございます。次に３節の児

童福祉費国庫負担金１７１万８,０００円を追加しております。保育所運営費国庫

負担金の部分でございます。次に１４款の国庫支出金２項の国庫補助金１目の総務

費国庫補助金で、５,２９３万円を追加しております。これは、地域の元気臨時交

付金でございます。地域の臨時交付金総額が９,９４８万６,０００円の交付金が確

定しました。このうち、繰越事業に４,５５９万６,０００円を見込んでおりまして、

その残りを歳入で計上しているところでございます。次に、１５款の県支出金でご
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ざいます。１目の民生費県負担金１節の社会福祉費県負担金で２０２万４,０００

円、これは先ほど国庫負担金の中にもありましたとおり障害者医療費負担金、障害

者施設費の県負担金でございます。 

次に、１０ページをお開きください。 

１８款の繰入金でございます。１目の財政調整基金繰入金３,６００万円を繰り

入れます。財政調整基金から３,６００万円を繰り入れます。基金の取り崩し後の

基金額を申し上げます。財政調整基金の基金額、補正後の金額は９億９,３３７万

５,０００円となります。次に、ふるさとづくり基金繰入金で４２２万１,０００円

を繰り入れます。基金取り崩し後の基金額は、１１億８０３万４,０００円となり

ます。 

続きまして２０款の諸収入でございます。過年度収入５７６万７,０００円を追

加しております。児童手当国庫負担金、児童手当県費負担金でございます。それか

ら２１款の町債でございます。土木費で道路橋梁費５,０００万円を減額している

ところでございます。 

続きまして１２ページをお開きください。 

２款の総務費の一般管理費の中でご説明しますのは１９節の負担金、補助及び交

付金でございます。退職手当特別負担金で５３６万７,０００円を追加しておりま

す。退職者１名分の負担金でございます。７目の企画費１９節の負担金、補助及び

交付金では３１５万１,０００円を追加しております。地方バス運行等特別対策費

の補助金でございます。利用者の減少及び燃料費等のコスト増に伴うものでござい

ます。続きましてその１２ページの一番下の行ですけど１６目のまちづくり推進事

業費でございます。１５節の工事請負費５８２万４,０００円を追加しております。

これは施設工事費、排水工事に伴うものでございます。宅地分譲事業の排水工事に

伴うものでございます。設計変更によって増額したものでございます。 

続きまして１３ページの２８節の繰出金１,０００万円減額しております。宅地

分譲事業特別会計繰出金の減額でございます。 

続きまして１４ページをお開きください。 

町議会議員一般選挙全額を減額しております。１３ページのですね町長選挙費の

全額の減額、それから１４ページの町議会議員一般選挙前の全額の減額。これは、

新たに町長と町議会議員一般選挙費として予算を組み替えております。総額８６１

万２,０００円の補正でございます。 

続きまして１６ページをお開きください。 

３款の民生費１目の社会福祉総務費でございます。２０節の扶助費８１０万１,

０００円を追加しております。厚生医療給付事業それから障害児通所支援給付費で
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ございます。 

次に１７ページの３目の養護老人ホーム費でございます。１１節の需用費修繕費

に１５５万４,０００円を追加しております。床暖房用の給湯器の取り替えの修繕

でございます。それから同じページの１１目の総合文化福祉センター費でございま

す。２,３４８万８,０００円を追加しております。リニューアルに伴うものでござ

います。１１節の需用費消耗品費に１６３万５,０００円、修繕費に８５５万円、

それから１３節の委託料で３５５万８,０００円、それから１５節の工事請負費に

７７９万４,０００円、それから１８節の備品購入費に１２３万９,０００円を補正

しているところでございます。 

続きまして１８ページをお開きください。 

３款の民生費１目の児童福祉総務費でございます。委託料１３節の委託料で、子

ども子育て支援計画策定業務委託料で３７８万円を補正しているところでございま

す。それから２０節の扶助費５２１万７,０００円を追加しております。保育所運

営費広域保育の増に伴うものでございます。それから４款の衛生費でございます。

１１目の地域振興対策費１９節の負担金、補助及び交付金３,８６６万４,０００円

を追加しております。公民館建設等の助成金でございます。主に米田区のレクレー

ション広場整備設計変更に伴う増によるものでございます。 

次に、１９ページの２５節積立金３,０６６万７,０００円を減額しております。

これは地域振興対策の基金積立金の減額でございます。 

続きまして２１ページをお開きください。 

７款の土木費でございます。３節の道路新設改良費１７節の公有財産購入費で３

７３万１,０００円を追加しております。これは、用地費でございます冷水線、

厳・今線、大場中通線でございます。２２節の補償、補填及び賠償金では、１１３

万２,０００円を追加しております。 

次に２２ページをお開きください。８款の消防費でございます。３目の消防施設

費で、施設整備工事費で８８万１,０００円を追加しております。格納庫建設に伴

う増の分でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いしま

す。途中誤った数字を申し上げまして大変申し訳ありませんでした。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 第７７号議案、平成２５年度南関町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）につきましてご説明を申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５,０００万７,０００円を追加し、歳入
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歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億２,６３７万７,０００円とするものでご

ざいす。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

９款繰入金１項の他会計繰入金でございます。７,０００円を追加し７,１９６万

９,０００円とするものでございます。 

続きまして２項の基金繰入金５,０００万円を追加し１億２,０００万円とするも

のでございます。 

歳入合計５,０００万７,０００円を追加し１５億２,６３７万７,０００円とする

ものでございます。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

１款総務費の１項総務管理費に７,０００円を追加いたしまして、４２７万円と

するものでございます。 

続きまして２款保険給付費でございます。１項の療養諸費３,５８０万円を追加

し９億１,２０１万２,０００円とするものでございます。 

２項高額療養費１,１４０万円を追加し１億３,４９９万円とするものでございま

す。 

続きまして３款後期高齢者支援金等１目後期高齢者支援金等に２,０００円を追

加し１億６,１９４万１,０００円とするものでございます。 

４款前期高齢者納付金等でございます。１項の前期高齢者納付金等に５万４,０

００円を追加し１５万３,０００円とするものでございます。 

８款保健事業費１項の特定健康診査等事業費に３万５,０００円を減額し１,００

７万９,０００円とするものでございます。 

１２款予備費でございます。予備費として２７７万９,０００円を追加し１,１２

３万３,０００円とし、歳出合計５,０００万７,０００円を追加し１５億２,６３７

万７,０００円とするものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

９款１項１目一般会計繰入金といたしまして２節一般会計の繰入金、事務費の繰

入金として７,０００円を増額するものでございます。 

９款２項１目基金繰入金といたしまして１節の基金繰入金、介護保険給付費の財

源分として５,０００万円を追加するのもでございます。 

続きまして、７ページをお願いいたします。 
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歳出でございます。 

中ほどの２款１項１目の一般被保険者療養給付費でございます。１９節負担金と

いたしまして、一般被保険者の療養給付費として３,５８０万円を追加するもので

ございます。 

２款２項１目の一般被保険者高額療養費といたしまして１９節負担金といたしま

して１,０００万円を追加するものでございます。 

同じく２目退職被保険者等の高額療養費といたしまして１９節負担金といたしま

して１４０万円を追加するものでございます。 

８ページをお願いいたします。 

８ページの８款１項１目、特定健康診査等事業費でございます。１１の需用費印

刷製本費を３万５,０００円減額するものでございます。 

１２款１項１目予備費でございます。予算調整といたしまして、２７７万９,０

００円を増額するものでございます。 

以上でご説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 

○建設課長（古澤 平君） 第７８号議案、平成２５年度南関町公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号）についてご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお開きください。 

歳入歳出予算の総額にそれぞれ３５８万１,０００円を追加し、それぞれの総額

を１億３,７７６万７,０００円とするものでございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。 

２款繰入金は１項一般会計繰入金に１６８万１,０００円を追加して１億１３万

５,０００円とするものでございます。 

４款町債は１項町債に１９０万円を追加して１９０万円とするものでございます。 

３ページ歳出でございます。 

１款総務費は１項総務管理費に１３９万４,０００円を追加して５,４８０万４,

０００円とするものでございます。 

２款事業費は１項公共下水道事業費を２１８万７,０００円増額して、７０４万

６,０００円とするものでございます。 

６ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。 

２款繰入金の一般会計繰入金を１６８万１,０００円追加するものでございます。 
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また４款の町債につきましては１９０万円を追加するのでございます。 

７ぺージは歳出でございます。 

１款総務費に１項総務管理費１目一般管理費２７節公課費を１３９万４,０００

円増額するもので、下水道事業に係る消費税の中間納税額として不足分を追加する

ものでございます。 

また２款事業費は１項公共下水道事業費１目公共下水道建設費１５節工事請負費

に、関町の宅地造成に伴います下水道整備工事２１８万７,０００円を追加するも

のでございます。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 説明の途中でありますが、１０分ほど休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

説明の途中でしたのでこれを続行します。 

福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 第７９号議案、平成２５年度南関町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）につきましてご説明を申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２６９万円を追加し歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１３億４,９９４万７,０００円とするものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

３款国庫支出金１項国庫負担金２３万６,０００円を追加し２億１,６９０万７,

０００円とするものでございます。 

２項国庫補助金といたしまして１１万７,０００円を追加し１億２,５３５万１,

０００円とするものでございます。 

４款支払い基金交付金１項支払基金交付金といたしまして３４万３,０００円を

追加し３億５,８２９万９,０００円とするものでございます。 

５款県支出金１項県負担金でございます。１４万７,０００円を追加し１億７,６

９０万１,０００円を追加するとするものでございます。 

７款繰入金１項一般会計繰入金といたしまして１８４万７,０００を追加し１億

７,６００万１,０００円とするものでございます。 
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歳入合計２６９万円を追加し１３億４,９９４万７,０００円とするものでござい

ます。 

３ページの歳出でございます。 

１款総務費１項総務管理費１７０万円を追加し３３５万３,０００円とするもの

でございます。 

２款保険給付費２項介護予防サービス等諸費でございます。１１８万３,０００

円を追加し７,８５３万５,０００円とするものでございます。 

８款予備費１項予備費でございます。１９万３,０００円を減額し７,９３６万５,

０００円とし、歳出合計２６９万円を増額し１３億４,９９４万７,０００円とする

ものでございます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

３款１項１目介護給付費負担金でございます。１節の現年度分といたしまして、

２３万６,０００円を増額するものでございます。これは、給付費に伴います１１

８万３,０００円の２０％分でございます。 

３款２項１目調整交付金でございます。１１万７,０００円を増額するものでご

ざいます。先ほどの事業費に伴います交付割合によります歳入でございます。 

４款１項１目介護給付費交付金でございます。１節の現年度分として３４万３,

０００円を追加するものでございます。事業費に伴います２９％の歳入でございま

す。 

５款１項１目介護給付費負担金でございます。１節の現年度分といたしまして１

４万７,０００円を追加するものでございます。これは事業費に伴います１２.５％

の歳入でございます。 

７款１項１目介護給付費繰入金でございます。１節の介護給付費繰入金といたし

まして１４万７,０００円を増額するものでございます。これにつきましては事業

費の１２.５％の歳入でございます。 

続きまして４目一般会計繰入金でございます。 

１節の一般会計繰入金といたしまして、日常生活圏のニーズ調査事業費委託料分

といたしまして１７０万円を増額するものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

１款１項１目一般管理費でございます。１３節委託料日常生活圏ニーズ調査業務

委託料としまして１７０万円を追加するものでございます。 

２款２項７目地域密着型介護予防サービス給付費でございます。１９節負担金と
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いたしまして、介護予防のサービス給付費によります１１８万３,０００円を追加

するものでございます。 

８款１項１目予備費でございます。予備費として１９万３,０００円を減額する

ものでございます。 

以上でご説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（本田眞二君） 延寿荘長。 

○延寿荘長（福田恵美子君） 第８０号議案、平成２５年度南関町介護サービス事業特

別会計補正予算（第３号）につきましてご説明を申し上げます。 

１ページをお願いします。 

款項の調整によります歳出予算の補正をお願いするものでございます。 

２ページをお願いします。 

歳出でございます。 

１款１項施設管理費として１４７万２,０００円を減額し１億６,３８０万８,０

００円とするものでございます。 

続きまして２款２項施設介護サービス事業費として３５万円を追加し、２,１３

０万１,０００円とするものでございます。 

４款１項予備費として、予算調整といたしまして、１１２万２,０００円を追加

し、歳出総額を２億７,８８７万６,０００円とするものでございます。 

４ページをお願いします。 

歳出の部ですが１款１項１目一般管理費７節賃金を１７０万４,０００円減額し、

同じく１３節委託料を２２万７,０００円追加するものでございます。これは臨時

職員退職等による予算の調整でございます。 

また２款２項１目施設介護サービス事業費１１節需用費を３５万円、電気料でご

ざいますが追加するものでございます。 

次に４款１項１目予備費ですけれども１１２万２,０００円を追加して予算調整

をするものでございます。 

以上でご説明を終わせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 

○建設課長（古澤 平君） 第８１号議案、南関町浄化槽整備推進事業特別会計補正予

算（第２号）についてご説明申し上げます。 

予算書の１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額にそれぞれ１６万円を追加し、それぞれ総額を１億４万２,
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０００円とするものでございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。 

５款繰入金１項一般会計繰入金を７万８,０００円減額して２,５４１万３,００

０円とするものでございます。 

また７款諸収入２項雑入は２３万８,０００円を追加し２３万９,０００円とする

ものでございます。 

３ページ歳出でございます。 

１款総務費１項総務管理費に１６万円を追加し３,１８２万６,０００円とするも

のでございます。 

６ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。 

５款繰入金１項一般会計繰入金１目一般会計繰入金を７万８,０００円減額し、

７款諸収入２項雑入２目雑入に浄化槽整備推進事業に係る消費税の還付金として２

３万８,０００円を追加するものでございます。 

７ページは歳出でございます。 

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費１１節需用費に浄化槽の修理費として

１６万円を追加するものでございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 第８２号議案、平成２５年度南関町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号）につきましてご説明を申し上げます。 

１ページをお願いいたします。 

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１８２万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１億２,７０２万７,０００円とするものでございます。 

２ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

３款繰入金１項一般会計繰入金１９４万３,０００円を減額し５,２５９万８,０

００円とするものでございます。 

５款諸収入４項雑入でございます。１２万３,０００円を追加し１２万４,０００

円とするものでございます。 

歳入合計１８２万円を減額し１億２,７０２万７,０００円とするものでございま

す。 
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３ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金１項後期高齢者医療広域連合納付金に１９４

万３,０００円を減額し１億２,６２１万円とするものでございます。 

４款予備費１項の予備費でございます。１２万３,０００円を追加し３５万７,０

００円とするものでございます。 

歳出合計１８２万円を減額し１億２,７０２万７,０００円とするものでございま

すます。 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございます。 

３款１項２目保険基盤安定繰入金１節の保険基盤安定繰入金といたしまして、通

知によります１９４万３,０００円を減額するものでございます。 

５款４項３目雑入でございます。１節の雑入といたしまして１２万３,０００円

を追加するものでございます。これは負担金の返還金でございます。 

続きまして７ページをお願いいたします。 

歳出でございます。 

２款１項１目高齢者医療広域連合納付金でございます。１９節負担金といたしま

して、通知によりまして１９４万３,０００円を減額するものでございます。 

４款１項１目予備費でございます。１２万３,０００円を追加するものでござい

ます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（本田眞二君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 第８３号議案、平成２５年度南関町宅地分譲事

業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明を申し上げます。 

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,０００万円減額し、それぞれ総額を５,６７３

万６,０００円とするものでございます。 

２ページをお開きください。 

歳入でございます。 

２款繰入金は１項一般会計繰入金を１,０００万円減額して５,６７３万６,００

０円とするものでございます。 

３ページ、歳出でございます。 

１款事業費は１項宅地分譲事業費及び歳出合計を１,０００万円減額して、５,６

７３万６,０００円とするものでございます。 
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４ページは繰越明許費でございます。 

造成工事費のうち２,５１９万２,０００円を繰り越すことといたしております。

土地分筆の手続きに時間を要しており、工期確保のために繰り越すものでございま

す。 

７ページをお開きください。 

歳入についての説明でございます。 

２款繰入金の１項１目一般会計繰入金を１,０００万円減額するものでございま

す。 

８ページは歳出でございます。 

１款事業費については１項１目宅地分譲事業費の１５節工事請負費を１,０００

万円減額するものでございます。 

造成工事の実施設計に伴う減額でございます。 

以上で、説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（本田眞二君） 総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 第８４号議案、南関町過疎地域自立促進計画の変更につき

まして、提案理由及び内容について説明いたします。 

南関町過疎地域自立促進計画は、過疎地域自立促進特別措置法により平成２２年

度から平成２７年度まで６年間の計画を策定しているところでございます。過疎計

画を変更する場合はあらかじめ熊本県と協議をする必要がありますので、平成２５

年７月３１日付けで熊本県と変更協議を行い９月２０日に熊本県から特に意見がな

いとの回答があったところでございます。また過疎計画の変更につきましては、過

疎地域自立促進特別措置法第６条第７項で準用する同条第１項の規定により議会の

議決が必要でありますので提案するものでございます。 

別紙をお開きください。 

別紙様式１の過疎地域自立促進市町村計画の変更の部分でございます。今回変更

する部分は、区分、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進の項目でご

ざいます。その中で町道道路につきまして、前原南線新設、それから、横峰・草村

線改良それから米田・鬼王線新設改良の３本の追加でございます。 

以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

○議長（本田眞二君） 以上で、提案理由の説明を終了します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 一般質問について 
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○議長（本田眞二君） 日程第１８、一般質問を行います。 

発言の通告があっていますので順次質問を許します。 

８番議員の質問を許します。８番議員。 

○８番議員（山口純子君） おはようございます。８番議員の山口です。 

ただ今より一般質問を行わせていただきます。本年度最後また本議会最後の質問

となります。 

近年、社会状況や環境の急激な変化や、様々な家庭環境で思われます児童虐待が

増加しているように思われます。新聞、テレビ等の報道においても、連日連夜もあ

ったように思います。核家族、母子、父子家族の増加で、子育てに悩み、経済的な

問題も重なり、思うような育児ができない家庭も多くなっていると報道されており

ます。このことが、すべて直接的な児童虐待の原因ではないと思いますが、安心し

て心豊かに子育てができない環境が増えているのも、虐待増加の一因だと思います。 

さて、町内で様々な取り組みがなされていると思いますが、全国的な事例はもと

より、町内でも１件の児童虐待が出ないよう、南関町総体で取り組まなければなら

ないと思います。 

そこで、次の質問をいたします。 

児童虐待の現状と課題と防止について。１つ、町内における児童虐待の認知の件

数は何件か。２つ目、児童虐待事例に関し、町と児童相談所の役割分担、また取り

組みについてお尋ねします。３、夜間、休日相談体制の有無と内容について尋ねま

す。４つ目として、住民登録はあるが、居住実態がない家庭で居住実態の把握はど

うしているか。また、住民登録はないが、町内に住居実態がある家庭はどのような

対応を町ではしておりますか。お尋ねします。５、１歳児、３歳児健診等を受けて

いない子どもたちへの対応はどうなっていますか。お尋ねします。６、児童虐待防

止に寄与することも期待されていますが、スクールカウンセラー、またはスクール

ソーシャルワーカーの配置状況はどうなっておりますか。お尋ねします。 

次に、県道大牟田・植木線、上坂下三叉路の県道の進捗状態についてお聞きいた

します。 

１つ目、現在、坂下三つ角の改良工事が行われておりますが、早急にしないと交

通事故等が心配されます。早期に工事を完了する必要があると思います。どうでし

ょうか。 

あとの質問は、自席にて行います。 

○議長（本田眞二君） ８番議員の質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（上田数吉君） ただ今質問を受けました、８番、山口議員の、児童虐待の現状

と課題と防止についての質問に、お答えいたします。 
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児童虐待の現状と課題と防止につきましては、平成１２年、児童虐待の防止に関

する法律が制定され、同法の目的として、児童虐待は児童の人権を著しく侵害し、

その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将

来の世代の育成にも懸念を及ぼすことに鑑み、児童虐待の防止等に関する施策を推

進する旨を明記しています。しかし、現状として、核家族化の進行、地域社会の変

化等を背景として、子どもの養育能力の不足した家庭や、社会から孤立した家庭の

増加などの理由から、相談対応件数は増加の傾向にあります。 

町では、平成２４年度において、児童虐待、育児放棄等に関する１１件の相談対

応を行っております。今後、さらに虐待を防止すために、必要な広報、その他の啓

発活動に努めるとともに、児童相談所などの関係機関による南関町地域虐待防止対

策連絡協議会を設立し、虐待の防止と早期発見、早期対応を図っているところでご

ざいます。 

次に、県道大牟田・植木線、上坂下三叉路の県道の進捗状況の質問に、お答えい

たします。 

現在、県道大牟田・植木線の坂下三つ角付近の交差点改良工事につきましては、

平成２４年度までに全ての関係用地の買収及び補償交渉、契約を完了し、今年度中

には工事予定地内の建物の解体を完了し、来年度早々に発注する予定となっている

とお聞きしております。工事期間は、約６カ月を予定しております。 

詳細につきましては、担当課長がお答えいたします。 

以上、お答えいたしまして、この後の質問につきましては、自席よりお答えさせ

ていただきます。 

○議長（本田眞二君） 教育長。 

○教育長（大里耕守君） ８番、山口議員のお尋ね、１番目の児童虐待の現状と課題と

防止についてということで、お尋ねの、特に６番目に挙げられた、児童虐待防止に

寄与することも期待されているスクールカウンセラー、またはスクールソーシャル

ワーカーの配置状況はどうなっているかというお尋ねに対してお答えをさせていた

だきます。 

熊本県では、スクールカウンセラー制度についてはですね、比較的早い段階から

学校教育現場に配置されてきました。南関町では、ちょうど私が南関中学校長をし

ていました平成１３年度、校舎２階の図書室隣をカウンセラールームとして設けま

して、熊本市の臨床心理士でしたけど、初代のカウンセラーとして来ていただいた

経緯があります。一般的に、学校教育を受けさせる義務責任も保護者は果たさなけ

ればなりませんけれども、子どもの厳しい心理的な状況、あるいは親の、教育を受

けさせる義務への考えの多様化というか、そういう問題が最近、いろんな課題にな
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って現れております。直接、児童虐待ということではありませんけれども、児童生

徒を取り巻いている相談機関としてのスクールカウンセラー制度が現在進行中です。

ところが、このスクールカウンセラーは、拠点校を設けられましてですね、現在は

南関中は課題が大きくはありませんので、今日では菊水中を今年度です、今年度は

菊水中を拠点校として、南関中は対象校という名前で、両校を見ていただくという

体制になっております。必要状況が深刻化しないことを願ってはいるわけですけれ

ども、このようなことで、玉名管内の相談体制をつくっていただくようなシステム

になっているわけです。 

一方、スクールソーシャルワーカーというのは、ＳＳＷと略称されていますけれ

ども、平成２０年度からですね、スクールカウンセラーの業務は、どちらかと言い

ますと児童生徒や、学校の相談相手というのに対して、スクールソーシャルワーカ

ーは、家庭の保護者の課題を解決するということで、家庭に入り込んで、そういう

相談事業を進めていただくシステムになっております。管内では、玉名教育事務所

にその役目を持った方が２人配置されているわけですが、今年度、南関中学校、あ

るいは町内の小学校では、このいずれも、まだお願いをして、相談に乗ってもらう

という事例まで発展してはおりません。最近、全く問題がないということじゃあり

ませんし、今後も教育事務所のほうに常駐されているスクールソーシャルワーカー、

あるいは近隣小中学校が共同で活用するスクールカウンセラー、両者とも、課題に

応じて今後、要請はしていかなければならないという体制であります。 

以上、お答えしまして、あとは自席にてお答えさせていただきます。 

○議長（本田眞二君） ほかに補足はありますか。福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） はい。８番議員、山口議員さんのご質問ですけれども、①

から⑤につきまして、一応、概略的なご説明をさせていただきたいと思います。 

まず、町内における虐待の認知の件数は何件かということでございますけれども、

これにつきましては、一応、虐待という、通告という数字ではないということで、

あらかじめおことわりをさせていただきたいと思います。 

一応、虐待につきましては、今まで児童相談所等に通告という制度でございまし

たけれども、一応、二重構造と言いますか、児童相談所、それから市町村がその通

告をまず第一に受けるというような制度になった関係で、虐待の恐れがあるという

ようなご相談が町のほうに現在では直接入ってきます。その関係で、町長答弁にも

ありましたように、平成２４年度におきましては１１件という一応相談の対応をい

たしております。 

また、２番の虐待事例に関し、町と児童相談所の役割等についてのお尋ねでござ

いますけれども、町につきましては、まず相談の第一の窓口、それから要保護児童
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の通告を受けたときに、それに対応する事務、それから当該児童のまず子どもの安

全を確認し、状況を把握するというような役割がございます。また、町ということ

で、福祉事務所が県のほうに位置しますので、県の福祉事務所と連携を図るように

なっております。また、児童相談所につきましては、一応、熊本県の場合は３相談

所がありますけれども、一応、南関町の場合につきましては、中央児童相談所に窓

口が該当いたしますので、そちらの児童相談所のほうにつきましては、市町村への

支援、それから、どうしても保護をする必要があるというときには一時保護、それ

から、生活等の拠点を自宅から施設に移すというような、そういった施設措置、そ

ういった役割があるところでございます。 

また、取り組みにつきましては、町長答弁にもありましたように、南関町地域虐

待防止連絡協議会設置要項を制定しまして、関係機関と連携いたしまして、早期発

見、早期対応に努めているところでございます。 

また、最終的に、その虐待が治まったという認識があった場合でも、関係機関と

の協力により、その後も見守りを行っていくという取り組みをいたしているところ

でございます。 

それから、③の、夜間の体制はどうかということでございますけれども、夜間に

つきましては、南関町では宿直の制度があります。そのために、宿直のほうに、役

場のほうに連絡がありますと、宿直から担当課、それから職員という形で連絡体制

をとっております。また、休日につきましては、日直の勤務制度がありますので、

日直のほうから担当課のほうに連絡が入り、ケースによって、それぞれ担当係のほ

うに連絡を取る体制をとっております。 

それから、児童相談所の全国共通ダイヤルというのがございますので、そういっ

たパンフレットが策定されております。一応、その策定のパンフレットにつきまし

ては、こういった形のＡ４版の裏表のパンフレットでございますけれども、こうい

うパンフレットを一応全戸に、２４年度につきましては全戸に配布をさせていただ

きました。 

また、関係各機関、当然、役場はもとよりですけれども、保健センター、診療所、

図書館、そういったところに一応掲示をいたしまして、できるだけ直接専門の相談

ができるようにという形で、一応、取り組みをいたしておるところでございます。 

それから、④番目の、住民登録があり、実態がない、また住民登録はないが実態

があるということでございますけれども、なかなか個人のいろんな事情があるとい

うことで、把握が難しいのが現状であるかと思います。しかしながら、各地区に民

生委員さんと区長さん方が、行政区の中に詳しい方がおられます。そういう方のご

協力をいただいて、情報というか、内容等を報告していただきます場合もございま
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す。そういう場合につきましては、訪問家庭を、世帯を訪問いたしまして、実態把

握に努めているところでございます。 

それから、⑤番目の、１歳児、３歳児健診等の対応でございますけれども、一応、

未受診者ということで、その対応につきましては、連絡、それから別の日の健診の

日程調整、どうしても受診をされていないところにつきましては、家庭訪問を保健

師がしているところでございます。一応、未受診者ということですけれども、一応、

今年度につきましては、１名の方が指定した日にちに来られなかったということで、

その理由につきましては、ちょうど風邪等で受診できなかったということで、別の

日程調整をいたしまして、受診をしていただいたところでございます。 

①から⑤番までのご質問にお答えさせていただきました。 

以上です。 

○議長（本田眞二君） 建設課長。 

○建設課長（古澤 平君） 私のほうからは、県道大牟田・植木線の坂下三つ角の県道

の進捗状況についてということで、先ほど町長がお答えいたしましたように、工事

の予定につきましては、今年度中に建物解体、それから来年度早々に工事に入ると

いうところで今話が進んでおります。ただ、現時点の交差点の状況につきましては、

三つ角より植木方面と玉名方面の県道には歩道がありません。特に、県道方面から

の県道の路側帯は、極端に狭い状況にございます。植木方面から中学校へ通学する

ためには、交差点から既に整備が済んでおります歩道へ乗り上げていく必要があり

ますが、自転車で歩道に乗り上げるには段差がございます。乗り上げが困難な状態

にありますので、現在、ＰＴＡの皆様が交代で交通整理を行われております。大変

危険な状態にあります。ＰＴＡ、それから中学校、下坂下の区長会長からも、再三

にわたりまして改善の嘆願書が提出されております。県でも検討を行っております

けれども、１つには、段差を取ることにより、中学校方面からの自転車が一旦停止

をせずに交差点内の車道に出る危険性が高いということで、段差の撤去に踏み切る

ことができないような状況でございます。ただ、今年１２月１日から施行されまし

た道路交通法の改正によりまして、自転車等の軽車両等が通行できる路側帯は、道

路の左側部分に設けられた路側帯に限られるということにされております。また、

交差点の工事開始までにはまだ期間がありますので、その間の安全対策につきまし

て、現在、県、それから町、中学校、ＰＴＡ、それに警察を含めまして、一応、現

地立ち会いを行い、どうしたら一番いいかというのを協議を行っている状況でござ

います。 

建設課からは以上でございます。 

○議長（本田眞二君） はい、それでは８番議員。 
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○８番議員（山口純子君） ありがとうございました。 

１つずつちょっと整理していこうと思っております。 

①は、町内における児童虐待の認知ですけど、やはり児童虐待することが一番難

しいと思っておりますね。大切なことだと思いますけど、民生委員さん、民生児童

委員さんをはじめ、行政において確実に把握しながら、やはり１人でも出ないよう

にお願いしますとともに、昔のように、やはり近所の方々の交流も少なくなってお

りますね。昔はよその子も怒りちらかして、やはり本当に世話やくおばさんたちが

いましたけど、なかなか今は仕事、仕事で追われて、そういう状態じゃないと思い

ますけど、やはり昔の近所付き合いをしながら、早めの把握ですね、早期発見、早

期治療があると思いますけど、課長にお尋ねしますけど、１１件はどんな、いろい

ろその虐待の種類があると思います、児童虐待とは蹴る、殴る、投げ落とす、激し

く揺さぶる、火傷を負わせる、溺れさせるなど、また性的虐待としては子どもへの

性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど、またネグレクト、家に閉

じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気

になっても病院に連れて行かないなど、たくさんあると思います。また、心理的虐

待としては、言葉によるおどし、無視、兄弟間での差別、子どもの目の前で家族に

対して暴力を振るうドメスティックバイオレンス、ＤＶなどがありますけど、南関

町の相談というのは、その個人情報とかありますけど、恐れがあるとさっきおっし

ゃいましたね。そういう、どんなちょっとした、内容はどういう相談内容でしたで

しょうか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） はい。今、議員さんがおっしゃいましたように、子どもの

虐待については、一応、明確化された４つの虐待について、明記をされております。

身体的虐待、それから性的虐待、ネグレクト、それから心理的虐待と、この４つに

大きく分かれておりまして、その内容については、細々したケースが列記されてい

るところですけれども、一応、南関町におきましては、一番多いのがやはりネグレ

クトが４件、それから身体的虐待が１件、それから親の精神的ストレス、うつ、そ

ういった形によりますケースとして１件、それから、やはり低所得者ということで、

生活苦に関するもので２件等が一応、ケースとして上がっているところでございま

す。 

また、身体的虐待、それからネグレクト等、いろんな相談につきましては、やは

り保育所、それから民生委員さん、それと先ほど１歳、３歳児の健診、そういった

ときにやはり子どもさん等を見られて、ちょっと恐れがあるんじゃないかというよ

うなことで、町のほうに相談があったところです。極端に虐待というような生命に
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危険を及ぼす重いというか、軽い重いということで判断はなかなかできないところ

ですけれども、そういった形で、早急に対応すれば、改善が見込めるというような

ケースとなっております。 

また、ネグレクトにつきましては、なかなか通園とかされているときに、洋服あ

たりがちょっと汚れている。それから身体的については、ちょっと腫れがある、ア

ザがあるというような、そのへんについても一応、相談があった場合についてはで

すね、アザ等が自分で転んでできたのか、ちょっとした、親がしつけ等で何気なし

に叩いたとか、そういった状況の把握に努めて、対応をいたしているところでござ

います。 

○議長（本田眞二君） ８番議員。 

○８番議員（山口純子君） やはり早期発見、早期治療といいましたけど、やはり近所

の人たちからの通報でですね、今のように１人でも重傷とかじゃないけど、やはり

その子たちは、小さい子どもたちは特に言わないからですね、やはり周りの目を、

十分注意しながら、これからもいってほしいと思います。 

また、②になりますけど、認知された場合はですね、的確に被害の子どもたちを

保護する必要があると思うんですよね。それで、やはり児童相談の権限のともに、

早急的な対応をとってほしいと思いますけど、やはり先ほどからずっと何回も言い

ますけど、早期治療、３相談、南関のほうではあったとおっしゃいました。３相談

があったと言われたようだけど。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） すみません。先ほどの３相談所です。一応、八代、熊本、

政令都市になりましたので熊本市、それから中央児童相談所ということで有明管内

という、そういうことで申し上げた数字でございます。 

○議長（本田眞二君） ８番議員。 

○８番議員（山口純子君） はい。３カ所の相談所にですね、そういう、なければ一番

いいでしょうけど、やはりその相談所もしっかりとですね、対応されていると思い

ますけど、３番の、夜間休日ですけど、やはり夜間休日、１年間、３６５日いつ起

きるか、虐待は分かりませんね。それで、体制を整えてほしいと思いますけど、や

はり日直の方、宿直の方の担当ですけど、そういう相談は、夜の、夜間相談とかは

ございましたでしょうかね。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 南関町においては、夜間の相談というのは現在、把握はし

ていないところでございます。 

○議長（本田眞二君） ８番議員。 
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○８番議員（山口純子君） それはいいことと思いますけど、やはり先ほどのパンフレ

ットですね、この２４年度に全家庭に配られていると思いますけど、やはりパンフ

レットとかですね、まあなんかん広報とかにはこの虐待は社会全体で解決すべき問

題です、虐待と思ったら即時この児童相談所全国共通ダイヤルのほうにね、すると

いうこともやはり皆さんが周知するように、やはり周知徹底をしてほしいと思いま

す。 

この４番、④のことですけど、住民登録のことですけど、このへんはなかなか難

しいと思いますね、やはりこういったケースも考えられると思います。県や周辺町

村の取り組みや情報を共有しながらですね、やはり全体で取り組んで、課長が先ほ

ど言われたように、民生委員、民生児童委員、区長、行政とともに連携をとって対

応していただきたいと思います。 

内容とかは個人情報でなかなか出てこないと思いますけど、やはりそういうのを

細々と注意しながらいってほしいと思います。 

５番になりますけど、時間もそろそろ迫っておりますので、５番は後でしますけ

ど、よろしいでしょうか。まだちょっと続くと思いますけど。 

○議長（本田眞二君） それでは、質問の途中でありますが、１時まで昼食のため休

憩とします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時００分 

再開 午後１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

８番議員の質問の途中でしたので、これを続行してください。８番議員。 

○８番議員（山口純子君） ⑤からいきたいと思います。 

虐待はですね、健診に来られない家庭が相当多い報道がありますけど、このこと

を考えますと、家庭は子育ての視点から、家庭訪問が本当に必要だと思っておりま

す。虐待を発見する機会にもなると思いますが、積極的にこれからも家庭訪問など

をお願いしたいと思いますけど、課長が言われましたように、１名は風邪で来られ

なかったそうですけど、ちゃんと受けられましたですね。先ほどの答弁で。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 先ほど答弁いたしましたように、未受診者は１名というこ

とで、受診はその後、日程調整等で受診をされています。 

○議長（本田眞二君） ８番議員。 

○８番議員（山口純子君） これからも、そのように一人一人を大切にですね、受診さ
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れない方はやはり家庭訪問をお願いしたいと思います。 

⑥ですけど、先ほど教育長が答弁されましたように、学校においても虐待を把握

することは可能だと思います。保護者の相談や児童生徒の相談がありますけど、プ

ライバシーをまず確保しながらですね、容易にできる体制をお願いしておりますけ

ど、南関中、この管内では問題が全くないわけではないということですけど、全く

ないわけではないという、あるのはあるんですかね。全くないわけではないとおっ

しゃいましたけど。今のところはないんですかね。という答弁だったと思います。 

○議長（本田眞二君） 教育長。 

○教育長（大里耕守君） はい。虐待の種類、先ほど議員のほうから例が挙げられまし

たようにですね、軽度の虐待、あるいは多岐にわたる虐待ということで、子どもに

例えばご飯を食べさせないのも虐待ですからね。ネグレクトということで。そうい

ったことで、かつてはそういう、朝ごはんが食べさせられないで学校に行くのもひ

もじいもんだから、昼頃出てきて給食が唯一のご馳走といった体験をした、議員も

直接関わっていただきましたので、そういう家庭がありましたけれども、やっぱり

今日も全くないわけではありません。そういう意味で、各学校は対応を迫ってです

ね、かつて朝ご飯を作ってやれないために通学合宿を町は始めました。そういうい

きさつもあってですね、やっぱり親子の絆というのは、家庭教育の一番ポイントに

なっているわけで、教育は学校でじゃなくて、家庭教育が第一歩というのが今の教

育の大前提になっております。そういったことを教育委員会としてはですね、啓発

しながら、今後も子育てはしっかりやっていただく、家庭から出発してもらうとい

う視点を取り組んでいきたいと思います。 

以上です。 

○議長（本田眞二君） ８番議員。 

○８番議員（山口純子君） そのように８年前ですかね、やはり食べれない、食べてこ

ない子は私が食べにおいでといった事例もありますけど、本当に親さん、親御さん

がいなかったり、やはりひもじい思いをする子どもたちは学力もつかないし、本当

に大変な、教育長とともにやってまいりました。そのように、これからもですね、

細かにやっていただきたいと思います。 

それで、ちょっとまとめますけど、本当に全国児童相談所における児童虐待の相

談対応件数では、平成２年度では１,１０１人の相談があったという統計が出てお

りますけど、その後、毎年増え続けてですね、平成２１年度には４万４,２１１件

となって、平成２２年度では５万６,３８４件と、１年間で１万２,０００件の相談

が増加しております。このように増加していますけど、県内においてもですね、全

国の傾向と同様に増加して、平成１４年度は２７８件が、平成２４年では６４９件



 － 3 5 －

となっております。ということがこの厚生労働省社会福祉行政業務報告になってお

りますけど、町内では今のところないということなので、私も安心しております。

本当にこの児童虐待というのは目に見えないし、非常にかわいそうな子どもたちが

今、世の中にたくさんおるということもお聞きしております、私も勉強しておりま

すけど、本当に目に見えて国のほうもやっておりますので、助かっております。 

近年、社会状況、環境の急激な変化や、様々な家庭環境の要因と思われますけど、

そのように虐待も増えております。新聞、テレビ等でも、この前も新聞、熊日に載

っておりましたけど、生後７カ月の３女を暴行し、死亡させたとして、愛知県です

けど、本当に、頭を骨折して、そして揺さぶってですね、子どもを。乳児揺さぶり

症候群というのもありまして、泣かない子を頭を揺さぶって、安全に寝かせようと

して、そういう虐待をされて、赤ちゃんなんかは見えませんからね、家の中で虐待

されるということは。やはり心の不安とか、育児ノイローゼとかなど、あると思い

ます。それで、連日連夜、そういう報道、テレビ、新聞等となどであっていると思

います。核家族、母子家庭の増加で、本当に子育てに悩んで、経済的な問題も重な

り、思うような育児が取れないせいと思っておりますけど、このことが全て児童虐

待の原因ではないと思いますけど、安心して心豊かに子育てができるような環境を、

私たちもとっていって、町内でも様々な取り組みをなされて、これからも全国的に

事例はもとより、１件の児童虐待が出ないように、南関町総体で取り組んでいただ

きたいと思っております。 

また、この県道大牟田・植木線の三つ角改良の件ですけど、先日、県のほうから

も、とりあえず危ない部分の段差はなくされるということで私も連絡を受けました

けど、本当に子どもたちはですね、私が８年前より歩きながら、安全確認しながら

訴えてまいりまして、本当にこのたびはこのような結果になって、私も大変うれし

く思っております。 

それで、南関町内の最も課題の１つでありました、現在、関東のバイパスが開通

し、利便性、安全性が確保されて、地域住民も大変喜ばれております。このことで

もわかりますように、上坂下三つ角も、地域住民が心待ちしておりますので、本当

に重要地点だと思っております。 

県道改良である県の主体性が問われることでもありますけど、小中学校をはじめ

とする住民の命を守る危険箇所の回避を、早急に再度再度、お願いいたします。 

私も本当に、先ほど言われましたように、小学校の登校には毎日毎日登校して、

地域の一員として、安心・安全をとして活動してまいりました。それで、学校は危

険と本当に思っておりますね。先ほど言われましたように、ＰＴＡも住民の方の嘆

願書もいろいろ出ましたけど、本当に私も事故がないように、工事中もですね、事



 － 3 6 －

故が発生しないように注意をしながら、皆さんの取り組みを守っていきたいと思い

ます。 

これで、本当にお願いばかりでしたけど、これで、私の一般質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○議長（本田眞二君） 以上で、８番議員の一般質問は終了しました。 

続いて、４番議員の質問を許します。４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） ４番議員の鶴地です。 

私のほうからは、子どもを生み、育てやすい環境を整備するために、今まで取り

組んできたことの検証と、今後の施策を問うということで質問をしたいと思います。 

町長も勇退をされるということになりましてですね、特にこの検証という点では、

詳しくお聞きしたいかなというふうに思っております。 

それから、質問の要旨ですけれども、まちづくり推進課が必死になって人口増、

また努力をされてきておりますが、それに対して、保育園のほうではですね、子ど

もを育てやすい環境というのはちょっとずれているんではないかなという気がして

おります。誕生祝金、医療費負担、給食費補助等、多様な補助政策を実施されてき

たが、出生数、保育園児、小中学校生徒数と、補助額の推移はどうかと。細かな数

字を求めるものではなく、何パーセントほど伸びた、あるいは減少したといったこ

とでですね、傾向をわかりやすく説明してもらえればというふうに思っております。 

それから、２番目として、子育て支援事業、一時預かり、放課後子ども教室、そ

れから、子育て支援センターの事業実績の推移と、それから将来予測あたりについ

てもお尋ねしたいと思っております。 

３番目として、子どもを生み育てる世代、特に２０代、３０代ですね。転入転出

状況の推移、今後どのように予測しているのか、あわせて今、既婚率、未婚率が非

常に増加しています。それから年齢が上昇しておりますので、そのへんのこともで

すね、南関町の状況あたりもお尋ねしたいというふうに思います。 

４番目として、第一保育園がこどもの丘保育園に統合されて約９カ月になります

が、保育に不安発生はなかったか。待機児童の発生はなかったかということで質問

の通告をしておましたが、１２月１４日の新聞に待機児童の記事が出ておりました

ので、ちょっと変えてですね、原因と、それから解決策について質問をしたいと思

います。 

保育園、幼稚園児数の推移と、年齢別出生数の推移、将来予測はどうか。これは、

補足としてですね、３、４、５年前の出生数と、現在の年齢別通園児を比較するこ

とで、通園率の推移、どういうふうに変化してきておるか。特に３歳未満児、この

へんは共働きの増加等でですね、以前よりも通園率が上昇傾向にあるのではないか
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というふうに思っております。 

そして、小規模保育所の設置認可に対する取り組みについてお尋ねします。 

そして、７番目として、非婚の子育て支援についての考えをお尋ねしたいと思い

ます。 

１０月２５日の新聞に、寡婦控除のみなし適用の記事が出ておりましたので、対

象者が町内に存在するのかどうか、今から検討しておくべきではないかと。それか

ら、新聞社からの調査に対して、どのように回答されているのかなと思いますので、

ここらあたりについて質問をしたいと思います。 

以後の質問につきましては、自席より質問させていただきます。 

○議長（本田眞二君） ４番議員の質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（上田数吉君） ただいま質問を受けました、４番、鶴地議員の、子どもの生み

育てやすい環境を整備するために、取り組んできたことの検証と今後の施策につい

ての質問に、お答えいたします。 

南関町総合振興計画第４次基本構想、基本計画の将来像である、溢れる緑の中に

暮らしやすさを備えた、ずっと住み続けたくなる町の実現のため、基本計画は、基

づくり、人づくり、里づくりの３本柱として、平成２３年度から、住んでよかった

プロジェクト推進事業を本格的に開始し、現在、１８事業を展開しているところで

ございます。 

４番議員の質問にお答えします。主な事業としましては、妊婦歯科健康診査費助

成金、チャイルドシート購入助成金、関所っ子誕生祝金、こども医療費助成金、保

育料助成金、小中学校給食費補助金、学童保育事業などがあります。手前味噌にな

りますけれども、生み育てる環境がこれだけ整っている自治体は、近隣にはないと

考えるところでございます。また、住んでよかったプロジェクト事業を開始して以

来、パンフレットの作成や、ホームページに掲載したことから、九州内はもとより

全国の自治体から多くの視察を受け入れるとともに、報告やラジオなどでＰＲを行

い、本事業の周知にも努めているところでございます。 

それぞれの事業の検証につきましては、単年度ごとに、担当課、係でも行われて

おり、まちづくり推進プロジェクト会議にも報告を行っております。 

本推進事業につきましては、最初の目標年度を平成２７年度までの５年間と設定

しており、検証の上の事業見直しや拡充などは、その時期になるかと思いますが、

今後につきましては、次期町長への引き継ぎ事項として、方針については委ねたい

と考えております。 

細部につきましては、担当課長がお答えいたします。 

以上、お答えいたしまして、この後の質問につきましては、自席からお答えさせ
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ていただきます。 

○議長（本田眞二君） まちづくり推進課長。 

○まちづくり推進課長（大木義隆君） 鶴地議員がお尋ねの、①の誕生祝金、そのほか

にございます、医療費負担、給食費補助等、多様な補助政策を実施されてから出生

数、保育園児、小中学校の生徒数と補助額の推移はどうか、追加対策は考えている

かということについての、誕生祝金について、まずお答えいたします。 

誕生祝金につきましては、プロジェクト開始年度、平成２３年度の出生数が８８

人、祝い金として１,６９０万円、昨年、平成２４年度の出生数が７０人、２０％

ほど減少いたしております。祝い金額として、１,２０２万円。それから、今年度

は１１月末現在の出生数で４９人、３月末では母子手帳取得状況から、７０人とな

る見込みでございます。これは、２４年度と同人数ということで見込んでおります。

祝い金額の予想も１,３７０万円を見込んでいるところです。 

次に、３の、子どもを生み育てる世代の転入転出状況の推移について、お答えし

ます。また、今後の予測につきましても、あわせてお答えしたいと思います。 

転入転出についてですが、平成２２年の当該年代、２０代、３０代の転入が、男

女あわせて１３９人、転出が１４１人、平成２３年が転入が１４１人、転出が１４

３人、平成２４年には、転入が１３９人、転出が１５５人、平成２５年が１１月末

の集計でございますが、転入が１３１人、転出が１４８人となっております。ここ

２年ほどは、転出数の伸び高くなっております。今後の予測としましては、同様の

傾向が続くのでないかというふうに考えておるところです。 

それからまた、既婚率、未婚率につきましては、国勢調査をデータとして調査を

いたしました。平成１２年の当該年代の男性の未婚率５４％、女性が３９％、平成

１７年が男性が５７.６％、女性４７.１％、平成２２年が男性６３％、女性５１.

４％となっており、ここ１０年で男性は９ポイント、女性で１２.４ポイントの上

昇となっております。既婚率というお尋ねですが、国政調査では、有配偶率として

算出をいたしております。平成１２年の男性が４３.３％、女性が５５.６％、平成

１７年は男性が３８.２％、女性が４７.１％、平成２２年は男性が３３.５％、女

性が４１.６％となっております。ここ１０年で男性が１０.２ポイント、女性が１

４ポイントの低下となっているところです。 

近年の傾向である晩婚化、非婚化が当町においても現れていることが伺えると考

えております。将来予測につきましては、傾向は継続するかもしれませんけども、

国や自治体の子育て支援策等の充実によって、上昇率や低下率の改善は可能だと考

えているところです。 

以上です。 
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○議長（本田眞二君） 教育課長。 

○教育課長（大石和幸君） 鶴地議員の質問の中に、給食費の問題と、小中学校の生徒

数の推移ということがありましたので、ここらへんをですね、概略をお答えしまし

て、分からないところはまた後でお願いします。 

給食費はですね、平成２２年度の９月から行いました。この年は７カ月間でした

けども、このとき小学生が５１１名おりました。それから中学生が３０８名。計の

８１９名でございます。２,０００円補助で、合計で１,１４５万６,６００円の補

助を出しております。それから、平成２３年度です。小学生が４９３名、マイナス

の１８名でございます。中学生が２７５名、マイナスの３３名でございます。合計

の７６８名、マイナスの５１名でございます。２３年度は年間通して補助をしてお

ります。１,６８９万６,０００円でございます。それから、平成２４年度でござい

ます。小学生、４６２名、マイナスの３１名でございます。中学生、２５５名、マ

イナスの２０人でございます。合計がマイナス５１人でございます。計の７１７名

でございます。このときの給食費の補助金が１,５７１万４,６４０円でございます。

平成２５年度、まず生徒数でございます。児童生徒数でございますけども、小学生

が４３６名、マイナスの２６名でございます。中学生２５５名、これは前年度と変

わりません。ゼロでございます。合計の６９１名、前年と比べてマイナス２６名で

ございます。４月から１０月現在で８２８万４,０００円が補助額でございます。 

以上が、給食費と児童生徒数の推移でございます。 

それと、②で放課後子ども教室のことについてでございますが、ただいま文科省

のほうからですね、事業として始まった放課後子ども教室が二小、三小、四小、行

っております。二小が月曜から水曜、行っております。三小が火曜、木曜。四小が

月曜、木曜でございます。これはですね、二小、三小は帰りは集団下校をしており

ます。四小のみ、南町民センターで人権学習をしておりますので、保護者がお迎え

をするという形で、放課後子ども教室を実施しております。 

以上でございます。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） ４番議員の鶴地議員さんのご質問ですけれども、①につき

ましては、医療費の負担ということで、それから保育園児ということでのご質問で

ございますので、一応、数字的報告させていただきたいと思います。 

まず、こども医療費の助成でございます。こども医療費につきましては、一応、

まちづくり関係で住んでよかったプロジェクトの前から、年齢の引き上げとか現物

給付等の改正がありました関係で、一応２１年度からということで数字をご報告さ

せていただきたいと思います。 
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まず、平成２１年度でございます。助成額が１,１８９万７,１９３円。平成２２

年度です、平成２２年度におきましては、９月１日から年齢が１５歳まで引き上げ

られたということで、金額が１,９０２万８,９０１円ということで、やはり年齢が

引き上がったということで、５９.９％の増というところになっています。また、

平成２３年度につきましては、２,９９６万７,６７６円。２２年度に対しまして５

７.５％の増ということでございます。また、２４年度ですけれども、平成２４年

度につきましては大牟田、みやま、高田町の現物給付、それから、７月１日から薬

剤の現物給付を開始したという経緯がございます。金額にいたしまして３,７３８

万５,６８５円、前年度に対しまして２４.８％の増という結果になっております。

また、有資格者数ということで、人数的には４１０名が２２年度で一応受給者証の

発行をいたしておりましたけども、平成２４年度においては、その受給者証の発行

が１,１４７名ということで、かなりの増になっているところでございます。また、

今年度、２５年度につきましては、一応、見込みということで、３,２５０万円程

度を今の実績から割り出しております。これにつきましては、前年度に対して１２.

９％ぐらい減るのではないかというふうに見通しを立てております。 

それから、②の子育て支援事業ですけども、一応、一時預かりと、先ほど教育課

のほうから放課後子ども教室ということでありましたけれども、一応、私のほうが

放課後児童クラブというふうで思っておりましたので、一応、そちらのほうもご報

告させていただくということでお願いしたいと思います。 

まず、一時保育でございます。延べ人数ということでご理解をお願いしたいと思

います。平成２３年度です。これは半日の部分と１日と、一応、利用方法二通りご

ざいますけれども、一応、半日、１日、合わせた形でご報告させていただきたいと

思います。平成２３年度、６１６人。平成２４年度、８８１人。前年に対して４

２％の増です。それから、平成２５年度、これは今までの実績からしまして見込み

でございます、９９８人。１３％の増。それから、今後の将来予測ということで、

平成２６年度が１,０９０人、１０％の増。それから、平成２７年度につきまして

は１,１００人、２６年度と同等の利用があるということで見込んでいるところで

ございます。 

それから、放課後児童クラブですけれども、平成２３年度におきまして、登録者

が２０名、利用者数が延べですけれども２０７名。平成２４年度が３４名、延べ２

７９名です。それから、平成２５年度見込み、登録者数と利用者については、見込

みですけれども２９名、延べ２８３名ですね。 

以上、若干の増加ということで、将来の見込みとしましては、やはり事業として

の必要性は高いということで、利用についてはやはり就業機会が増えることになれ
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ば、当然、利用は増えてくると思いますけれども、やはり子どもの減少も加味しま

すと、横ばいか、そのような形で推移してくるものと一応認識をいたしております。 

それから、子育て支援センターの事業実績と予想ということですけれども、一応、

平成２３年につきましては直営で行っておりました。それから、２４年からが委託

ということで実施しております。そういった経緯がありますけれども、平成２３年

度につきましては、利用人数が延べ２,７００名、平成２４年度が３,９４５名、一

応、前年に対して４６％の増。それから、平成２５年度の見込みですけれども２,

８００名。前年に対して７０.９％になります。それから、平成２６年の見込みで

すけれども２,６６０名、２５年から比べますと９５％。それから、平成２７年に

つきましては２,５００名。前年からしますと９５％ということで、５％ぐらいの

減ということで、一応、将来予測につきましては、委託初年度は今申し上げました

ように、非常に利用が多かったんですけれども、２年目は減少という形になってお

ります。この予想につきましては、やはり保育所、幼稚園、そういった入所施設を

利用される方が多分このあと増えるというふうに予想しておりますので、子どもの

保育所の入所は増加すると思いますけれども、子育て支援センターの利用はそれに

つれて横ばいか、若干減るのではなかろうかというふうに見込んでおります。 

それから、④番の第一保育園の統合ということで、待機児童の発生はないかとい

うことでございますけれども、先ほど、新聞等で掲載されたということで、南関町

の待機児童数ということで数が、新聞については１０月１日現在の人数で１１名と

いう数字が載っていたかと思います。載っております。その後、３名の方につきま

しては、保育士の確保ができたということで入所されておりまして、１２月１日現

在、今現在の、どうしてもちょっと入所が難しいという方が、０歳児７名、それか

ら１歳児１名の８名が一応待機児童という数字になっているところでございます。 

それから、⑤の保育園、幼稚園の園児数の推移と年齢別出生数の推移、将来予測

を問うということでのお尋ねですけれども、これにつきましては、特に３歳児未満

さんということでございますので、平成２３年度から平成２７年度までの、それぞ

れの３歳児未満さんの児童総数と、入所児童数ということで割合を、ちょっと長く

なりますけども、述べさせていただきたいと思います。 

まず、平成２３年度でございます。０歳児、１歳児、２歳児、３歳児という順番

で数字を報告させていただきたいと思います。児童数です。５６人、７７人、７１

人、５８人。入所児童数が今申しました数字に対しまして、８名、３７名、４５名、

４４名。割合的には、０歳児からいきます。１４.３％、１歳、４８.１％、２歳、

６３.４％、３歳、７５.９％。ちなみに、平成２３年度の実績の合計ですけれども、

３８８人の児童数に対して、入所児童が２２５名、５８％、半数の方が入所という
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ことになります。 

平成２４年度です。児童数です。８７名、６２名、７７名、７４名。この数に対

して入所の児童数です。１４名、３３名、４５名、５３名。割合ですけれども、０

歳児から、１６.１％、５３.２％、５８.４％、７１.６％。２４年度の合計が、児

童総数が４２５名に対して、入所が２４３名。割合的に、５７.２％。 

平成２５年です。児童総数、６８名、９０名、６３名、７１名。それに対します

入所児童数が、９名、４９名、４２名、５３名。割合ですけれども、０歳児から、

１３.２％、５４.４％、６６.７％、７４.７％。平成２５年度の児童総数が、４２

５名で、入所が２５３名。割合が５９.５％。 

また、２６年度の見込みですけれども、児童総数、０歳児から、６８名、７０名、

９６名、６５名。入所希望児童数ですけれども、２０名、３０名、６０名、４５名

です。それぞれ０歳児から、割合ですけれども、２９.４％、４２.９％、６２.

５％、６９.２％。平成２６年度の分が、児童総数４４９名に対して、入所関係が

２６５名。割合的には５９％となっています。 

ちなみに、この平成２６年度までにつきましては、４月１日現在の数でご報告さ

せていただいております。また、この２６年度の分につきましては、一応、入所説

明をいたしまして、１１月の時点で入所希望者を取りまとめております。その数字

ですけれども、児童総数については変わらないんですけれども、入所希望者の今現

在、一応４月から入所を希望される方については、０歳児から、１６名、１歳児が

２５名、２歳児が５８名、３歳児が４２名、４歳児が５２名、５歳児が５１名とい

うことで、合計２４４名が４月１日から入所希望ということで、今、取りまとめを

いたしております。 

一応、この経緯を見まして、平成２７年度について、どういった方向になるのか

ということで報告しますと、２７年度については、児童数が、０歳児からいきます

と、３歳児までになります、７０名、６８名、７０名、９６名。入所希望される児

童数が２０名、４０名、５５名、６５名。割合的ですけれども、０歳児が２８.

６％、１歳児が５８.９％、２歳児が７８.６％、３歳児が６７.７％。一応、２７

年度の児童数につきましては４４１名、そのうち入所を希望されるのが２８５名、

割合的に６４.６％。 

今ご報告しました数字からいたしまして、このあとの、将来の予測を問うという

ことでございますけれども、今まで３歳児未満の入所を希望される方については、

９％から、０歳児については１割ぐらい。それから１、２、３につきまして４０％

から５０％の後半というような推移でありましたけれども、近年、やはり子どもさ

んを預けられる年齢が非常に小さい子どもさんからということで、今数字を申し上
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げました中でもお感じになったかと思いますけれども、０歳児、１歳児、２歳児、

今までと比べて２倍、３倍というような推移でなっているところです。このため、

保育所の入所児童というのは、今後増えてくると予想をいたしております。 

また、平成２７年度から、子ども子育て法が大きく変わるようになりまして、幼

稚園、それから認定こども園、保育園というような形で、一応、保護者が自分の行

きたい、選択する園に希望するというような形になって、逆に今までどうしても両

親、仕事をしていなければ保育の入所要件からありましたけれども、それが仕事を

していなくても状況によって子どもさんを預けられるというような形で、今後ます

ます児童施設、入所関係の施設については利用が増加すると見込んでいるところで

ございます。 

それから⑥の小規模保育所の設置認可に対する取り組みということでございます

けれども、今年度、２５年度に文化幼児園さんを対象に待機児童解消加速プランと

いう事業の中で、認可化可能性調査事業を実施をいたしております。その事業につ

いては、認可保育所や認定こども園の障害となっている事由を診断し、移行、認可

に向けた計画を作成するとともに、認可までの助言指導を行うということで、一応、

今もう委託をいたしております。３月末が契約期間ということで、できるだけ早い

時期にその方向性を見いだす予定にしております。 

また、この認可という以前に、やはり待機児童が今現在出ているということで、

それに対応するための町の取り組みという形で、平成２６年度におきまして、当初

予算ということで今検討しているところですけれども、待機児童事業解消加速プラ

ンという事業が実施されております。その中で、認可外保育所に対して、保育園に

ついては運営費が負担金という形で助成をされていますけれども、文化にしては同

じ子どもさんで、運営費に対する助成がないという、一つ財政的支援をする必要が

ありますので、そういった意味で、保育所の運営費の助成ということで、２６年度

に予定をしているところでございます。この財源につきましては、安心子ども基金

を活用いたし、補助率が、県が４分の３です、町が４分の１の負担割合というとこ

ろでございます。この分については、また、当初予算等で改めてご説明をさせてい

ただきたいと思います。 

続きまして、⑦の非婚の子育て支援についての考えを問うということでのご質問

でございます。 

一応、担当課といたしましては、非婚の子育て支援ということで限定はいたして

おりません。また、新聞で内容的に４番議員さんがおっしゃっていましたけれども、

南関町はどうかということですけども、今現在、対象者についてはいないというと

ころでございます。また、その新聞の中で、各自治体はどういうふうに考えている



 － 4 4 －

のかということで掲載がされていたと思います。その中で、南関町についてはです

ね、自治体名がなかったということで、一応、４番議員さんからご指摘もあったと

ころですけれども、一応、町としての考えは、扶養控除についてはですね、やはり

みなしではなくて、ちゃんとした国の税制を改正して、ちゃんとした明記をしてい

ただきたいというようなことを南関町としても要望はさせていただいたところです。 

また、非婚の子育てということで、先ほど、特に考えていないということで答弁

しましたけれども、非婚ということで、子どもさんを養育されているというのは、

あくまでひとり親世帯という認識でいろんな事業を進めておるところです。ひとり

親に対しましては、児童手当、それからひとり親に対する支援ということで児童扶

養手当、それからひとり親の医療費助成というような、これまでの支援制度により

実施しているということで、南関町が独自に支援をするという施策については、一

応、担当課としては現在のところ考えていないということでございます。 

一応、概略的に１番から７番まで、福祉課から答弁させていただきますのは、以

上でございます。 

○議長（本田眞二君） はい、再質問を開始してください。４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） いっぺんにずっとあったので、どこからしようか悩みます

ね。 

まず、転入転出のところで回答がありましたけれども、２３年度かな、転入転出

のそう差はなかったんですが、最近になってから転出のほうが多い傾向が見られま

す。これは、景気の状況からそういったものに左右されるとは思うんですが、まち

づくり推進課が一生懸命になっていろんな補助を、施策を出しております。出して

おる中で、出て行く人間が増えるというのはちょっと金を出しても人間が減るでは

もったいないなという気がしてなりません。 

子育てしやすい環境、先ほどから出ております医療費の補助、給食費、それから

保育補助ですね、そういったところがあるから南関町に転入してきたいという人が

相当おったんじゃないかなと、実際それで増えたと思うんですけれども、先ほどか

ら問題になっております、保育園の待機児童ですね。こういったものがクチコミで

よそに広がりますと、南関町に行っても将来が不安だから、転入はできないという

ふうになりはしないかと思うんですよね。 

いろんな補助を確かに出しております。これはどれだけあっても金が足りなくな

りますので、そのへんを補助金とかを見直してですね、やはりこれから先は、子育

てあたりはもっと手厚くしていくべきではないかなと思いますけれども、一つの例

としてですね、例えば、まず保育園のほうですが、民営化したら経費が少しでも節

約できたらですね、それを単に経費が節約できたとかではなくてですよ、その節約
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できた分の中から、例えば保育園の職員の研修費、保護者との懇談会の経費とかで

すね、そういった補助といったものもですね、保育士はいろんな勉強が必要ですし、

経験が必要ですので、やる気を起こすことによって、保育の質を高めることができ

ると思うんですけども、そのへんの補助についてはいかがですか。何か考えられま

せんでしたか。いろんな補助がありますけども、例えば今言いましたような、職員

のですね、研修費の補助とか、いろんな保護者との懇談会とか、いろんなものがあ

りますけれども、そういった補助に対してはないですか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 職員の研修等に対する補助の考えはないのかというご質問

だと思います。それにつきましては、当然、保育の指針というか、そういったもの

がちゃんとして明記をされています。そういった形で、やはり保育士という資格を

持った職業で、プロでありますので、やはり大事な子どもさんを預かるという前提

のもとに、やはりそこを運営する責任者のもとに職員のスキルアップを図るという

のは前提だと思っております。そういう意味で、一応、園に対する職員の研修に対

する補助という形は今のところ考えておりません。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 和水町でですね、和水町保育士研修会というのがあってお

ります。題目は、「難病の子どもとその家族への夢を」という題目で、７０名ほど

の参加者を募って研修会を開かれたそうですが、毎年３５万円、和水町はこういう

研修のために補助を出されているというふうに聞きましたけれども、そのへんはど

うですか。いつも比較することが大事だと私は日頃から言っていますけれども、い

かがですか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 和水町の職員さんに対して、研修ということで３５万円が

出ているというのは、ちょっと私も認識はしておらなかったところですけれども、

和水町で研修費の補助があるのは、固有名詞は出してはいけないところですけれど

も、幼保一元化の保育所に対しての補助だと認識をさせていただいたんですけれど

も、やはり和水の場合については、まだ公立と私立と二通りの保育所の運営がござ

います。南関町におきましても、一保がまだ存続しているときには、統合の保育所

に入園の準備に要する道具代とか、そういった補助は出していたということで、や

はり運営自体が民間と直営ということで、そういった方法がなされているんではな

いかというふうに思います。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 物で、あるいは金額で補助をするよりもですね、職員の資
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質を高めるような補助を考えていかれればというふうに思います。 

これは小学校、それから保育園、公立、私立の分け隔なくですよ、一緒に講演会

を、研修会をされたそうです。ですから、そういったことに対して、どちらにどれ

だけとか、そういう仕方は難しくなりますので、たぶん講師料の補助とか、そのと

きの経費とかのほうでですね、３５万円の範囲内で補助をされたのかなと思います

けども、そのへんのことはちょっと確認して、やはり常によその町と比較して、努

力していただきたいというふうに思います。 

それから、２番目のところの項目で、子育て支援事業の中で、支援センター事業

で人数がなんか２４年が３,９４５人、２５年は、今年は１１月までで１,３１３人

でということで私は聞いたんですが、これで計算すると１,８００人にしかならな

いと。残存の月数を掛ければですね。２,０００人を切ったら補助対象というか、

なくなるんじゃないですかね。そのへんはどういうふうにされておるか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） おっしゃいますように、支援センターの運営形態で年間２,

０００人以上の利用があることという、そういった基準は確かにございます。その

基準を下回ったから即補助金とかそういった基準額等がありますけれども、当年度

になったからすぐに打ち切る、該当しないということではなくて、やはりそういっ

た原因とか、そういったものをちゃんと把握したうえでの結果になってくるわけで

すけれども、一応、２５年度については利用の人数が減ったということで答弁させ

ていただいたんですけれども、やはりこの原因については、保育所の入所、子育て

支援センターを延べ、利用しておられた方が、そのままというか、就業とかいろん

な事情により園に入園されて、今現在、保育所入所という形に移行したという経緯

で、利用者についてはやはり横ばいか若干減るということで先ほどお話したとおり

でございます。 

○議長（本田眞二君） 質問の番でありますが、１０分ほど休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時００分 

再開 午後２時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

４番議員の質問の番でしたので、これを続行してください。４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 保育所はですね、児童心理学から健康面、食育、いろんな

面で大変だと思うんですよね。そういう中で、怖いのは伝染病とか感染症ですけれ

ども、隣に保健センターがありますよね。そちらとの交流とか、あるいは新聞にも
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時々出ていますね、インフルエンザとかいろんな感染の普及状況といったような感

じで。そういった情報交換とか交流というのはあっているんですか。必要だと思う

んですけれども、そのへんはいかがですか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） はい。交流というのはあっております。また、その中では

例えば１歳６カ月健診、３歳児健診等においては、対象者の方が保育園児さんもお

られますので、一緒にそこの中の保健師さん、それから子育て支援センターに従事

する保育士さん等が保健センターのほうに同席されて、そういった健診を受けてい

ただいております。しかし、やはり今後においてはその交流の回数は当然増やして

いくというふうに持っていかないと、今後、保育士さんとの交流はなかなか深まら

ないかというふうに認識をいたしております。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） あそこは場所もすぐ近いですし、人数も多いわけですから、

しっかり交流を深めて、こどもの丘だけじゃなくて、特に小学校低学年から幼稚園、

文化幼児園、そういったところともですね、やっぱりしっかり交流をとっていただ

いて、そして保育の質の向上を高めてもらいたいと思います。私が聞いたところで

は、そういう交流が非常に少ないというふうに聞いたものだから、どうなのかとい

うふうに思って聞いたんですけれども。 

それから、先ほど、待機児童のことでふれましたので、第一保育園がこどもの丘

保育園に統合されて約９カ月になりますが、ここで、保育に不安発生はなかったか、

待機児童の発生はなかったかというふうなことを含めまして、先ほど、新聞の話を

しました。 

不思議なんですよね。なぜこどもの丘にあれだけ集中して増えたのか。この前い

ただいた表ではですね、こどもの丘の定員は最初は１８０人、２５年度２５０人、

今またさらに改装工事をやっていますよね。一方、ひまわり幼稚園のほうですけれ

ども、こちらのほうは人間が町内の子ども数がどんどん減っていますよね。この原

因はなんですかね。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） ④についての、待機児童がなぜ出たのかというようなご質

問ですけれども、やはり一番の原因は、今まで家庭内保育でよかった家庭が、世帯

が、こういう社会状況でございますので、就業される方が多くなった。それから、

先ほど４番議員さんがおっしゃったように、住んでよかったプロジェクトというこ

とで、保育料の半額補助を２３年度からやっております。その影響もかなりあるか

と思います。その影響で、逆に幼稚園からこどもの丘のほうに移った、それと保育
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園は両親が働いておられない、それから就業されている場合でもお預けすることが

できる施設ということで、やはり保育料の半額助成があれば、両親とも就労してお

れば保育園のほうが長時間お預かりされるということで、そういった影響もあるか

と思います。それと、もう一つは同じプロジェクトが定着してきたという認識を持

っておりますので、その認識同様、やはり先ほど転入転出があまり変わらないとい

うようなお話があったところですけれども、やはり３０代、４０代、子どもさんを

育てる年代というのはかなりの人口の流入があったと思っております。そういった

形で、今まで保育園に対する認識、それから子育て支援の充実ということで、施設、

受け皿のほうがやはり急激に必要になったということで、今回の待機児童の発生に

つながっていると思っております。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 保育料負担とかはですね、非常に大きな原因だったんだろ

うと思います。絶対数は逆に減っているんですよね。全体の子どもの数は。そうい

う中で待機児童が出たと非常に問題であると思います。２３年から始めているわけ

ですから、２３、２４と調査はできたわけですよね。調査をやったうえで予測を立

てて待機児童が出ないという予測だったのが出たということでしょう。待機児童が

出たら、２０代、３０代の人はですよ、新聞の表面だけしか見ないじゃないですか。

南関町には１１人の待機児童が出とる、こういうところには引越しできんなという

ふうになりますよ。それは怖いことだと思います。まちづくり推進課が一生懸命に

なってやってもですよ、待機児童が出たら、これはいけないなというふうになると

思います。 

そこでですね、前のほうにちょっと戻りますけども、去年の９月の一般質問で取

り上げております。保育園統合が平成２５年度からの計画で進んでいるがというこ

とで質問をしたと思うんですけれども、統合は慌てすぎで、計画設計時と状況が大

きく変わっている。他園に回された場合の保育料負担に不平等の発生の恐れがない

かとかですね、そういったことの質問に対しては、課長はですね、施設における最

適基準の面積を確保しておれば、定員を２５％増まで受け入れ可能となっているの

で、こどもの丘で十分受け入れが可能と思っているというふうに回答されています。

１年ちょっとで不足が出ています。やっぱりですね、もう起こったこと、そのとき

にですね、調査できなかった、予想外だったということかもしれませんけれども、

やはり十分調査して、動向を見ることが大事だというふうに思います。そして、先

ほどちょっと副町長とちょっと話をしたものですから、申し上げますけれども、去

年の３月に保育園の説明会がありました。そのときに、本山副町長はですね、統合

によるメリット、デメリットを聞かせてほしいという質問に対して、デメリットは
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特にないものと考えるということで、保護者から、「保育士不足や増加する園児の

ことは考えていないのか」という質問がされています。そのときに、「整理すべき

は整理し、保護者の不安をなくすように努めたい」というふうに答えておられます。

しかし、現実はこういうふうにして待機児童が出ています。 

この待機児童が出だしたのはいつからですか。一番最初、第１号、第２号、出て

きますよね。新聞に載ったのが１４日の新聞。１４日の新聞にですね、待機児童の

数がそれぞれ出ましたですね。そのことについては、ちょっと探しますので、どう

いうふうに思われておりますか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 南関町で待機児童が出たのは、今年度からです。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） いつからですか。５月ですか、６月ですかということです。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） ちょっとその月については把握は、ちょっと確認はしてお

りません。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） あのですね、１,７００人もの署名運動がありました。そ

れだけ大きな問題ですよね。ですから、待機児童が出た、出そうだ、出た瞬間でも

ですね、やはり議会に対して報告、特に所管の委員会に対してはやっぱり報告して、

どうしようかとかですね、そういった検討も必要じゃないですか。 

今、改装工事やっていますよね。あれなんかも、いつから、どの規模で、なって

いるんですか。 

人数対応、どれだけの人数が対応できるか。職員数がどれだけ考えてなっている

わけですか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） どれだけの人数にどれだけ対応するかということも大事で

すけれども、定員が２５０ということで認可というか、申請を出されております。

そういった形で、施設における基準ということで、２５０人の定員を受け入れる、

その規模に増設されるということで、２階部分を２クラス増設をされております。

また、その部屋については、用途といたしましては限定はしていないと。しかし、

人数がやはりこれが子どもさんの年齢によってスペースが変わってきますので、そ

れに対応できるような体制ということで、今、増設をされているところでございま

す。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 
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○４番議員（鶴地 仁君） 保育士はですね、一般的に給料が低いというようなことで、

保育士の数、不足が今、盛んに叫ばれております。そのへんはこどもの丘は大丈夫

ということですか。建物はすぐできます。しかし、保育士の補充はすぐにはなかな

かうまくいかないと思うんですけども、そのへんのことはいかがですか。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） やはり、子どもさんをお預かりするというのは、施設の整

備も大事なことでございますけれど、まず子どもさんを見守る保育士の確保は最重

要でしなければならないところでございます。 

待機児童の中で、０歳児が７名、１歳児が１名ということでお答えしましたけれ

ども、保育士を確保するとするならば、保育士の基準がありまして、８名ですので、

保育士についてはやはり３名から４名が最低限、確保という形になります。また、

法人のほうに保育士の確保を日頃から常にお願いをしているところでございますけ

れども、やはり１２月の段階で、その待機児童が出たということもありますけれど

も、年度の終わり方から後、保育士を任用するにしても１２月からとすれば１２、

１、２、３、４カ月、短期間の中で一応勤務してくださいという、やっぱりそうい

った雇用体制を、やはり就労される方については、やはり長期的な就労が望んでお

られる方が多いということで、４月からについては、今現在の待機児童が出ないよ

うな体制づくりをするということで、一応伺っているところでございます。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 待機児童の定義がどうも私は疑問を持っておるんですよね。

例えば、この前の新聞では熊本市は５１４人の待機児童者と出ていますけども、４

月はですね、２００か３００人だったと思いますよ。一気に５１４人に増えていま

す。この定義はなんか変な定義じゃないかなと思うんですが。 

待機児童、定義をちょっと教えてください。単に入れなくて待っているじゃなく

て、そこに何かがあると思うんですけど。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 待機児童の定義という、定義は明確にされていないところ

ですけれども、この新聞によります待機児童というのは、一応、保育所に入所する

要件を満たす中で、受け入れ体制がどうしてもできないということで、ご迷惑をか

けるけれども、一応今は受け入れることができないというのが待機児童というふう

に一応カウントしております。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） １４日の新聞にですね、熊本市の場合、入園を申し込んで

いても保護者が求職中などの理由で、待機児童に計上されていない子どもが約７０
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０人おり、依然、潜在的な保育需要も大きいことを示しているという記事が気にな

ったんですよ。 

事前にこの日にちも記事も載っておりますけれども、この最後のところです、こ

れが非常に気になるから、待機児童の定義はなんですかとお尋ねをしておるところ

です。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 今の南関町においてはですね、やはり仕事をされておられ

ないということで、家庭内保育を希望される方については入所をご辞退していただ

くというような形ですけど、この求職中の理由で待機児童に計上されていないとい

う人数がありますけれども、求職中ということは、当然、お仕事を探されているか

ら子どもを預けて、その間に、時間で仕事を探すというようなことであると思いま

す。そういった場合に、１カ月、保育園が空いている時間に全て求職活動をされる

というのも、あまり考えられないんだけど、そういった形で求職、仕事を探すとき

に、子どもさんがどうしてもいろんな移動とかなんかで、どうしても十分に動けな

いというようなことがあれば、そういった場合に、どうしても緊急性とか、ぜひ必

要な場合については、一時預かりという制度がございます。その一時預かりについ

ては、保育所の園児を預かる時間、１日であれば、半日、１日、それからどうして

も時間が延びるということであれば延長保育も含めた形で、そういった制度によっ

て対処を南関町ではいたしております。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 何かあまりピンとこないな、一番大前提にですね、認可保

育所に入園を希望しているが入れないのがまず前提じゃなかですか。認可保育所に

入れない、それが前提でしょう。認可外でもなんでも全部ひっくるめたところです

か、待機児童というのは。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） ４番議員さんが、新聞記事、２５年の１２月１４日の熊日

の新聞だと思います。その中で、認可保育所に入所を希望している県内の待機児童

ということで、認可外については人数は含まれておりません。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） まあいいです。非常に最後のところが気になったというこ

とと、それから４月の待機児童数が、熊本市が１２月１４日の新聞では一気に５１

４人になっていたから、この数字はなんなのかというところを思ったわけです。 

それから、もう一つですね、保護者から見たら、幼稚園も保育園も、どこも一緒

だと思うんですね。保育園は非常に、結局補助金に差があるから１つの園に集中し
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てしまっているんじゃないかなと思うんですよね。 

保護者からの希望というか、やっぱり同じ子どもなんだから、全部同じような補

助金の扱いにしてほしいという要望や希望がありますので、そのへんのこともです

ね、やはり非常に考慮していただきたいと思います。それでないとですね、こども

の丘にやっぱり人数、多すぎると思います。参考までにですね、人間の習性という

ことですけども、集団のネットワークの大きさはですね、脳みその大きさで変わる

そうですよ。人間は１５０人の集団。チンパンジーでは５０、ゴリラでは３０、猿

では１５匹。これ以上の限度になるとですね、まとめることができないそうです。

こういったこともですね、やはり考えて定員というのをですね、やはりどんどんど

んどん拡充しながら人間を増やすと、やはりストレスが溜まったり、おそらく保育

士の方たちもですね、ちょっと大変じゃないかなと思います。ということは、どう

するかといったら、小規模保育所の設置認可に対する取り組みというところにやは

り回答があるのではないかなというふうに思います。 

このへんのところをちょっと、しっかり取り組んでいただきたいと思いますので、

もう１回ちょっと、ここのところを説明していただけますか。具体的に、どういう

ふうにして、２７年度からですかね。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） ⑥の小規模保育所の関係でございますけれども、あくまで、

一応これは２６年度で予定をしているということで、まだ予算については議会の議

員さん方には、まだお話もしていませんし、町の上層部についても、そういった予

算査定というのはないところですけれども、計画としてということでお話しますけ

れども、待機児童の解消ということで先ほど解消プランということで、安心子ども

基金を活用した認可外の保育所に対して、運営費に係る補助を行うということでお

話しました件で、一応、事業名といたしましては、平成２６年度認可外保育施設運

営支援事業（Ａ型）ということで、事業に取り組みたいというふうに考えておりま

す。この中で、やはり認可をしている保育所の設置基準、それから職員配置を満た

すという前提で、人数的には２０人以上４０人未満ということで、来年度が文化幼

児園さんに入所される予定を見込みで上げているんですけども、１歳から４歳児ま

で２７人を対象に考えているところでございます。その分で、一応、施設の運営費

ということで、国の基準がありますので、その年齢に応じた運営費に係る部分を一

応補助しようというようなことで取り組みをいたしております。その分につきまし

ては、県が４分の３、町が４分の１ということで、事業を実施したいと考えており

ます。 

また、別途に、認可の移行支援費ということで、施設改修が、今現在の園舎もか
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なり年数が経っておりまして、改築の必要性が認められるということで、その改修

費についても、限度額がございますけれども、一応そのへんについてはまた事業所

と協議をして、どのくらいの金額がかかるのか、当然、上限額がありまして、４分

の３が限度ということで、例えますならば１,０００万円改修費にかかるとしまし

たならば、町のほうから７５０万円の補助ということで、その中で県から７５０万

円の３分の２が県、それから町負担が３分の１、３分の２と３分の１ですね、３分

の１。しかし、南関町が過疎指定地でございますので、この事業においては、過疎

地域の場合は優遇措置ということで１２分の１の負担ということで、一応財源内訳

がなされております。 

この事業につきまして、その２つの事業を担当課としては財政のほうに当然、ト

ップにご相談して、ぜひ２６年度は取り組みをしたいというふうに考えております。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） 上限額というのが発言がありましたけども、上限額はいろ

いろ種類によって違うと思いますけど、何か参考になるのがあったら教えてくださ

い。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 上限額がありますのは、施設改修に関する上限額というこ

とで、この事業では３,０００万円が上限額というふうになっているところです。 

○議長（本田眞二君） ４番議員。 

○４番議員（鶴地 仁君） だいたい、分かりました。 

子どもの数がですね、統計を見ておりますと、平成２０年ぐらいからほぼ一定ぐ

らいですかね。この後、もしかしたら、この政策如何によっては、転入が減り、転

出だけが増えてとなったらですよ、人数ががたんと落ちますよね。落ちたときに、

こどもの丘保育園、せっかく増築したけれどももったいなかったなというふうにな

りはしないかなという心配もあります。 

ですから、やっぱり、こういったことをですね、実施していくのには、十分な事

前の調査と、それから将来予測を見極めながらですね、取り組んでいただきたいと

いうふうに思います。 

保護者には、生活がかかっているわけですから、やっぱり１人でも、１日でも待

機児童が出たら、やっぱり死活問題だと思いますので、今後十分注意していただい

てですね、しっかり調査をして、権限は町長が決めますけども、それに対して助言

なりデータを示しているのを説明するのはですね、やはり課長の役目だと思います。

そして、その課長が判断するために、いろんな情報を集めて提供するのが係長以下、

職員だろうと思います。それが組織だと思います。そのへんのところをですね、し
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っかり頑張っていただきたいというふうに思います。 

最後です。非婚の子育て支援ということで言いましたけども、これは収入に対し

ての寡婦控除ですね、そこから質問したところです。ですから、南関町に今、対象

者がいないというようなことですけれども、いつ、例えば仕事で外に出ていって帰

ってくるかもしれないし、そういう人も今から先、出てくるかもしれませんので、

このへんのところはやっぱり日頃から考えておくべきではないかなというふうに思

いますけど。 

ちょっと私の質問のほうがですね、寡婦控除、そのへんがあるから同じひとり親

で保育料が異なるのは不平等ということで新聞に出ていたんですよね。そのへん、

どうなんですか。これに対しての考え方というのは。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） 非婚の方の寡婦控除が今、認められていないということで

すけれども、やはり保育所入所の場合に、やはり入所申し込みをされて、所得につ

いてはあくまで源泉とか確定申告、そういう中で保育料の判定をさせていただいて

おります。そこで、なかなかひとり親の家庭の方でですね、死別ですか、離婚です

か、非婚ですかというような形、なかなか保育所入所においてはですね、やはり個

人のプライバシーということで、立ち入りがなかなか難しゅうございます。しかし、

保育所入所における保育料の認定、試算については先ほどお話しましたけれども、

児童扶養手当というのがございます。この児童扶養手当というのが、子どもさんを

養育されている方に支援ということで、生活資金の援助がなされるところですけれ

ども、逆に、４番議員さんの非婚の子育て支援についての考えということで、やは

り支援を必要とする方については、やはり平等になるのが一番よろしいんですけれ

ども、やはり優先順位、低所得者の方にできるだけ優先的に支援をするというよう

な取り組みにならざるを得ないところがございます。そうしますと、児童扶養手当

を受給されている方については所得制限、５００万円以上あれば全額支給停止とか、

南関全体を考えておりますと、ひとり親における世帯の収入というのが、やはりど

うしても支援が必要というような金額の方が多ございます。そのために、児童扶養

手当を申請するときには、養育費をもらっているか。結局ひとり親になった、その

経緯、死別か離婚か未婚かというような、戸籍等を全て準備して、揃えた段階で県

のほうに申請をいたしまして、県のほうの審査を受けた段階で、この人については

そういったいろんな所得等における調査をした段階で認定がされますので、逆に非

婚、寡婦控除がどうするのかというようなお話でございますけれども、南関町の場

合は、児童扶養手当を受給されている方については、未婚であろうと離婚であろう

と死別であっても、ひとり親という形で、保育料については所得が、支援が必要と
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いうことであれば保育料は免除という措置を取っておりますので、この寡婦控除に

対してはやはり平等性をするためには、やはり町から希望を出しておりますけれど

も、やっぱり国のほうの税そのものを改正するような形で方策をとっていただきた

いというふうなことで申し出をいたしましたけれども、保育料については、そうい

った児童扶養手当の受給をされている方は、もう無条件にそういった所得が、一応

基準に沿った部分で住民税非課税とか、そういった形になりますと免除という形で

対応させていただいております。 

○議長（本田眞二君） ４番議員、残り４分です。 

○４番議員（鶴地 仁君） とにかくですね、子育てしやすいように、そして差がない

ように、しっかり努めていただきたいと思います。 

新聞にですね、１８市町村、長洲町はありましたけど、この近辺にはなかったん

ですね。南関町も、和水も。ほかに法改正を求めた市町村というのがありましたけ

れども、この中に長洲町はあったけれども、この近辺になかったものですから、ど

うなっているのかなということで質問した次第です。 

それでは、まとめというところでですね、とにかくいろんなデータとか、いろい

ろ調べていただきまして、大変だったと思いますけれども、私が言いたかったのは、

待機児童の発生をですね、絶対止めてほしいと。待機児童の発生は家庭にとってで

すね、死活問題です。転出を防ぎ、転入者を増やすためにもですね、まちづくり推

進課とも一緒になってですね、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

これで、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（本田眞二君） 以上で、４番議員の一般質問を終了しました。 

続いて、１１番議員の質問を許します。１１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） こんにちは。１１番の酒見です。 

皆様方もですね、非常に、十分お分かりだとは思いますけれども、政権交代以来、

やがて１年になります。この間ですね、いろんな政策がころころと変わっておるよ

うでございますけれども、特にですね、この農政、農業に関する政策が、場当たり

的政策、猫の目農政と言われますようにですね、変わっておるところでございます。 

この農政、政治が変わるということはですね、この市町村の私たちのこの現場に

は何の責任はございませんが、私たちもこのＴＰＰ関係等でですね、グローバル化

になっておる農作物の輸入化、非常にこれにどう対応していったらいいのか。現場

が一番に考えねばならないところでございましょう。 

国のお偉いさんたちはですね、現場のことは何もわからんで、机上の計算ばかり

でですね、現場に指示しようとする、非常に混乱を起こしておるところでございま

す。 
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南関町のですね、経済課の担当者の方々もですね、非常に振り回されながら一生

懸命この政策に対応しようとしておられる姿がですね、私たちもよく理解できます。 

そういう中でですね、この私たちよりも、この行政の担当者の方々が、情報とい

うのは一番早くお分かりであろうと思っております。そういうことからですね、今

後どのようにこの政策が変貌していくのか、それにこの南関町の地域をどのように

引っ張っていこうとされておられるのか、そのへんのところからお伺いをしていき

たいと思っております。 

２番目にですね、うから館の福祉バス、これはうから館のバスではございません

けれども、うから館専用のバスのように大体なっておるようでございますが、今度、

うから館もですね、リニューアルされて指定管理者制度が取り入れられるわけでご

ざいますが、このバスの運用、運行についてはですね、指定管理者の方々が自分の

ところの営業実績に合わせた、思いに合わせたバスの運用、運行をされたが１番い

いんじゃなかろうかと私は思います。 

今まで決まったスケジュールの中でですね、バスを運用して運行しておられるわ

けですけれども、第一校区、二校区、月、水、金。三校区、四校区については火、

木、土というようにされておりますけれども、こういうことじゃなくてですね、指

定管理者の方が自分で計画されて、より多くのお客さんを集客するというような方

向に持っていったほうが、指定管理者の方々も利益が繋がることであろうし、そう

すべきじゃなかろうかなというふうに思います。 

そのへんについてはですね、今度が一番いい時期ではなかろうかなと思うわけで

すが、そのへんのところを、担当課なり、執行部の方々はどのように考えられてお

られるのか、また、どのようにしていきたいというふうに思っておられるのかをお

伺いいたしましてですね、あとの質問については、自席で行わさせていただきます。 

○議長（本田眞二君） １１番議員の質問に対する答弁を求めます。町長。 

○町長（上田数吉君） ただいま質問を受けました、１１番、酒見議員の場あたりと変

貌する農政への対応についての質問にお答えいたします。 

最近の日本の農政につきましては、ご存じのようにＴＰＰ交渉参加をはじめとし

て、５年後の生産調整の廃止と、急速に変動しているところでございます。民主党

が３年前に、農業者個別所得補償制度を導入し、目玉である米の所得補償金につい

ては生産数量に従って生産を行った販売農家に対して、１０アールあたり１万５,

０００円を交付する政策が取られてきましたが、自民党に政権交代後は、名称を、

経営所得安定対策に変え、平成２６年度より農政の大転換期とも言うべき大幅な制

度改正が進められているところでございます。 

米の所得補償金につきましては、交付単価を半額の７,５００円に抑え、５年後
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に減反の事実廃止に伴い、この交付金も廃止する予定と言われております。政府と

しては、ＴＰＰ交渉結果を見据えているのか、国際的に強い農業国となるため、農

地を集積させ、担い手による大規模化を進めようとしているところでございます。 

本町の基幹産業である農業、特に米については、良質米の生産地でもありますが、

政府が描いているような大規模化は、中山間地では厳しいものがございます。政府

は、その中山間地などの農地保全のため、新たな日本型直接払い制度を導入するこ

とを決定していますが、どのような運用になるか、まだ不透明であります。 

このような中で、本町の農業の将来を見ますと、全国同様、高齢化が進み、担い

手の確保、育成が急務であります。そのためには、ほ場整備等の条件整備が必要で

あると思っております。 

現在進めております中山間地域総合整備事業を完成させ、その後のほ場整備につ

いては、新たな施設設置される農地中間管理機構制度の中で推進し、作業の効率化

やコスト削減を目指し、中山間地域にあった農地集積を行っていかなければならな

いと思っております。 

次に、福祉バスの運用、また運行についての質問にお答えいたします。 

福祉バスの運行につきましては、平成１２年７月から、有限会社うから館に業務

委託をしてスタートしたところでございます。その後、平成２０年度、指定管理者

によるに運営となったため、南関町福祉バス事業実施要項の全部を改正し、南関町

巡回福祉バス管理運行実施要項を定め、現在に至っているところでございます。 

ご指摘のように、うから館専用のバスとの印象が、新しい指定管理者で運営とな

ることからも、巡回バスとしての運行につきましては、今後、南関町のおける総合

的な公共交通システムと合わせた見直しが必要ではないかと思っているところでご

ざいます。 

細部につきましては、担当課長がお答えいたします。以上、お答えいたしまして、

この後の質問につきましては、自席からお答えさせていただきます。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） １１番、酒見議員のご質問にお答えいたします。 

まず、①のＴＰＰ関連ですが、交渉自体が外部に漏れないよう、極秘交渉となっ

ておりまして、情報が入ってこない分、不安な部分が多いものとなっております。 

今のところ、政府は農業分野においては、米などの重要５項目については守り抜

くべき国益として、協議対象から除外する方針を堅持しております。現在の米の関

税率は７７８％、野菜の多くは３％から１０％程度となっておりまして、現在のと

ころ、野菜はそれほどの影響はないと思いますけれども、米については、非常に心

配するところです。 



 － 5 8 －

先日の新聞報道では、交渉が難航しており、年内の妥結は難しいとのことで、今

後も交渉について注視していかなければならないと思っておるところです。 

ＴＰＰ以外にも、全国的に米の需要が減っておりまして、米価は下落傾向にあり

ますので、これもまた、今後を心配しておるところです。 

このような中でございますけれども、南関米につきましては、高評価を得ており

ますので、近隣の一般消費者に供給することはもちろんですけれども、飲食業など

の実需者に対しても販路開拓を行っていかなければならないと思っております。 

また、壁は高いと思いますけれども、できればグローバル化の視点から、攻めの

農業として、東南アジアを中心とした輸出も視野に入れて、関係機関と検討してい

くべき時代になってきたのかなと思っております。 

次に、②の、この町の農業にも明るい兆しを見いだす施策は考えていないかとい

うご質問ですけれども、ＴＰＰでの交渉結果や、５年後の実質減反廃止など、大幅

な農政改革が断行予定でございますので、今のところ、明るさはなかなか見いだせ

ないのが実情です。 

今後の施策で、希望が見いだせそうなのが、農地集積関係で、肥猪地区におい進

めております、地域営農農地集積計画があります。現在、２９ヘクタールの農地を

８５名ほどで営農されておりますけれども、４年後の計画では、担い手農家６名で

およそ１７ヘクタールを引き受ける計画で、５９％弱の集積率となります。これは、

熊本県のモデル地区として進めておりますけれども、南関町のモデル地区でもあり

ますので、ほかのほ場整備箇所の将来設計にも必ず役に立つものだと思っておりま

す。 

このほ場整備事業は、引き続き推進して、生産コストの削減や、農地集積を進め、

耕作放棄地の発生防止を図りたいと思います。 

米のほかにも、水田転作や、畑での万次郎かぼちゃの栽培や、黒大豆の加工品開

発も引き続き推進していき、農家の所得が少しでも向上できるよう、努力していき

たいと思っております。 

以上です。 

○議長（本田眞二君） ほかに、補足はありますか。 

なければ再質問の番ですが、ここで１０分ほど休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０１分 

再開 午後３時１１分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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まだ答弁が残っておりましたので、答弁を続行してください。福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） １１番の酒見議員さんのご質問にお答えさせていただきま

す。 

①ですけれども、確かに今までの経緯からしますと、福祉バスというのが、うか

ら館のバスというイメージはまだ残っていることは事実であろうと思います。そう

いった意味もありますけれども、今度、新しい指定管理者が決定した暁には、その

運行は別に考えるべきじゃないかというようなことでございます。 

ご指摘のとおり、うから館の指定管理者が決定した暁で、運営が開始されました

ならば、あくまで福祉バスというのは、指定管理者とは全く切り離したという形で、

集客等については、やはり民間のノウハウを利用して、活用いたして、集客増を図

るということで、そういったバス等がもし必要であるならば、指定管理者のほうで

対応をしていただくということで、福祉バスについては、町の運営ということで、

そのへんは確立をしてまいりたいと思います。 

また、②の、バスの運用と運行を見直す良い時期ではないかと思うが、どうかと

いうことでございますけれども、あくまで趣旨というのは、公共交通機関に乏しい

地域、交通機関の空白地帯を、どれだけ住民の方に利用していただくかという、そ

の目的をまず第一といたしまして、その運営にあたりましては、やはり福祉バスも

１２年からですので、もう１０年以上なりますので、やはりバスの更新、それから

運用については人材、運転手の確保、それから巡回する時間等の検討、そういった

ものを含めまして、ご指摘があるように、やはりその目的を達成するために、見直

しというのはちょうど良い機会でございますので、取り組むような認識はいたして

おります。 

以上でございます。 

○議長（本田眞二君） はい。ほかに補足はありませんか。 

なければ、再質問を開始してください。１１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） ありがとうございました。 

農政のことからお伺いしたいと思います。 

先ほど、町長からも答弁にありましたようにですね、それからまた、経済課長か

らもございました。この中山間地総合整備事業においてですね、２３年度、２４年

度においてですね、南関西部のほうから約３５町ほど整備ができました。今年度に

少しばかりですね、パイプライン等が少し入っておりましたけれども、大体２３年、

２４年度においてですね、この中山間整備事業が、非常にありがたいことで、出来

上がったと思います。 

それからですね、２５年、２６年度、来年度にかけてですね、南関東部が約１５
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町と、施設が３箇所ほどでございますが、完成する予定でございます。 

そういうところでですね、私たちのところも、この東部のほうでですね、約９町

ほど整備にかかっております。先ほど課長のほうから紹介されましたようにですね、

この人農地プラン、これは国と県とが一緒になってですね、違う補助金の策定をし

ながら、同じ時期に同じ方向でもってですね、この人農地プランを取り組んでおら

れます。そういうことにですね、いち早く私たちのところも整備ができるというこ

とを前提としてですね、去年、２３年度にこれは申請をしておいたところでござい

ました。それがですね、非常に前政権から引き継いで、今政権に変わっておるとこ

ろでございますが、内容がですね、またその同じ人農地プランの内容がですね、変

わる可能性もございます。というのはですね、同じ農地、今からの時代に対応する

ためには、一人の耕作者がですね、農地を広く、今まで１町作りよったのを３倍ぐ

らい、３町から４町ぐらい作らにゃでけん、作った人たちに対して、いろいろな助

成金、国の助成、県の助成等があるわけですが、この農地集積型とですね、集落営

農型とあるわけです。それで、その中身はですね、まだいろいろここで言ってもい

いんですけれども、いろいろございます。それで、その中身がですね、非常に変わ

りつつある。この農地集積型、今、私たちにですね、この南関町等に県から指導が

あっておるのは、農地集積型を指導されよるわけですね。しかし、それがですね、

対象が５ヘクタール以上、５町ぐらい最低でも作らんとしゃがですね、いろんな補

助金等も受けられないというところがございます。 

それとですね、集落営農に持って、そして法人化をしてくれというようなことを

ですね、最近になってまた言われよります。なかなかですね、そのへんのところは

非常に難しいところがございます。それで、先ほども申しましたようにですね、こ

れは南関町の現場でどうこうする問題ではございませんので、非常に、これをどう

なっておるかと聞くのはですね、非常に難しいんですけれども、せめて今後のです

ね、対策を取る、この農地集積型と集落型は別としてですね、差し当たり、来年度

から、もうすぐ予定されておるのが、戸別所得補償の１万５,０００円というのが

半額になってですね、２０１８年度には減反政策とともに、これがなくなってしま

うというようなことは、もうはっきりわかっております。それで、この２０１８年

度以降、そこでですね、この農地集落型とか集積型とか関係してくるんですが、２

０１８年度以降にですね、自分たちの農地は自分たちで守らにゃいかんということ

はわかっておるんですけれども、何町ぐらい、今までですね、１町未満の方たちば

かりでですね、一つの集落ができ上がり、そして農地が守られてきたんですけれど

も、これはですね、一人で４町も５町も作るということはですね、地域的にとても

じゃなかけど無理だと私は思っております。 
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そこでですね、しかし、５町以下であれば、国の、県あたりの補助金も受けられ

ないというのが、今からどう変わってくるのかわかりませんけれども、今の時点で

はですね、あまり特典はないというようなことでございますので、これをどうする

か、私たちの地域にはですね、国が推し進めるような政策は当てはまらないという

のがですね、事実なんですね。これをどうするかということはですね、非常に難し

いんですけれども、この町で考えなければいけない。そのへんのところですね、今

後、執行部の方々のほうに、どういうふうに考えておられるのか、お伺いをしたい

と思います。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） 私も、酒見議員さんと考えが一緒で、非常に国の推し進め

ている方向としては、農地の大区画化ですね、それで国際的に強い日本の農業を作

るということで、今、進められているように感じております。 

私たちの中山間地域というのは、そんなに広いほ場整備箇所はございませんので、

今後どうすべき、どうしていくべきか、私は今のところ、解決策としてはまだ悩ま

しく思って、なかなか先が見通せないところでございます。 

国の事業は、先ほど、人農地プランの話もございましたけれども、この農地中間

管理機構の中でですね、この人農地プランについても、またいろいろ変更が出てく

るようでもございますし、その５ヘクタール以上の担い手とか、そこらへんの話も

まだはっきりと私たちのほうには流れてきていないものですので、今後、国として

はですね、この農政改革の説明会を各県に１月から２月にかけて説明会を行う予定

ということは聞いております。その後、また各県単位で市町村を集めてまた説明会

があるのかなと思っておりますので、そこらへんの、どういった中身になってくる

のか、そこらへんを十分見ながら進めていかなければならないと思っております。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） 分かりました。 

これはですね、冒頭申しましたようにですね、私たち農家もですね、この市町村

の担当課も、一つは現場なんですよね、現場です。それで、非常に今、現場が混乱

しておると、そして見通しがつかないというような現状であろうと思います。 

それで、今、課長が言われましたようにですね、国の指針をどういうふうにまと

められるのかわかりませんが、その指針をですね、指針をもって、１月のいつごろ

か分かりませんけど、これは都道府県におそらく指示が、計画が指示されると思い

ますたいね。そこで、都道府県からまた市町村の担当者に、その指針を伝えられる

というふうに思います。それでですね、その内容がどういうふうになるかわかりま

せんが、今から先の対策はですね、その内容によって考えなければならないところ
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でございますけれども、この先ほど申しました農地集積型と営農型というのはです

ね、これはおそらく変わらんのじゃなかろうかなと。集落営農型ですね、集落が一

つになって法人化しろということと、意欲のある農家がですね、５町以上、普通の

平坦地にあるならば、北海道なんかは２０町、２５町以上ぐらいになっとるとです

が、この平坦地、中山間地を含めてですね、５町以上ぐらい作った人たちに対して、

いろんな特典がありますよというような政策のようでございますが、これは恐らく、

そういう大きなところは変わらんのじゃなかろうかというふうに思います。 

それでですね、そこでですね、私たちのこの中山間地というのは、当てはまらな

い、先ほど申しましたようにですね、中山間総合整備事業で、約、南関町がですね、

５０町ほどのほ場整備をやっておるわけですが、この５０町ほど、南関町が今５０

町ほどやって５０％にまだ満たないようなほ場整備の率ですね。まだの残されたの

が６０％近くあるというようなところで、それで、ほ場整備してもですね、その国

の対策に追いついていけない。ますますほ場整備していないところはですね、本当

にどうなるだろうかというふうに思います。 

それでですね、そのへんのところを、残された部分、今から先、この中山間地総

合整備事業のような政策がまた出てくるとは思いませんので、これはどういうふう

になっていくのかですね、残された部分をどう活用するのか。荒れたまま、そのま

まいっちょくのかですね、非常に心配されるところです。 

それでですね、これも将来のことではございますけれども、どういうふうに持っ

ていこうかというような計画だけは、考えよらんとでけんとじゃなかかなと思いま

すたいね。 

先ほど、課長が言われましたようなですね、非常に南関町には美味しく良い米が

できると、この米ならばみんな誰でも作りきる。これをですね、何とか一つ、市場

の喜ばれるような、みんなが欲しがるような米に仕上げるというようなことはでき

んかと思うわけです。 

それと、ほかに野菜の何かをプラスする、あるいは黒大豆をプラスするとか、そ

ういうようなことをですね、本格的に行政としても手助けを考えなければならない

時期ではなかろうかなというふうに思います。本来ならですね、これは農業団体が

考えるべきであろうと、ＪＡを中心としたその団体が考えるべきであろうと思いま

すけども、どうもこっちのほうもですね、あまりこれといった政策はないようでご

ざいますので、行政でですね、なんとか一つ、これを進めていかにゃ、本当に、町

長が言われますように、基幹産業である農業がダメになっていくのもですね、時間

の問題のような気持ちもいたします。それで、ひとつどうかですね、将来のことを

見て考えていただきますようにお願いをいたします。 



 － 6 3 －

私たちもですね、精いっぱいの協力をしながらいこうかと、私は思っております。

いかがでしょうか。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） はい。ありがとうございます。 

現在、南関町の農家の高齢化率というのは７５％、かなり高くなって、７０歳以

上の方もかなりまだ現役で頑張っていただいておるところです。 

やはり、基盤整備ですね、ほ場整備というのは、やはり今後は最低限、条件整備

はしておかないと、担い手、また地域の元気のある方も、作りにくいところはやは

り遠慮されるということでですね、ある程度、平坦でまとまった土地があるところ

については、農地中間管理機構でのほ場整備、これ若干、条件的なもの、厳しいと

ころもございますけれども、そういうところで進めていければ、それでまずほ場整

備は今後も引き続き、進めていきたいと考えております。 

それから、米の販売あたりですけれども、これは個別ですけれども、ある程度、

年間まとまった契約で、ある福祉施設にはちょっとお話して、取り引きは今始まっ

たところです。 

それから、先ほど言いましたけれども、米以外で万次郎かぼちゃ、話いたしまし

たけれども、これにつきましても、京都の青果市場と取り引きを、今年初めての取

り引きを行ったところで、そこの青果市場には、今年は２４トン程度出荷したんで

すけれども、１００トン規模で出荷して欲しいということですので、これは引き続

いて農家の皆さんにですね、空いた田んぼやら畑やらがあるならば、万次郎かぼち

ゃは作りやすいですので、こういうのを作付けしてはどうでしょうかということで、

今進めておるところですけれども、いろんなアイデア等、あると思いますけれども、

皆さん方と一緒になってですね、今後もいろんな方向で進めていきたいと思ってお

りますので、ご指導よろしくお願いいたします。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） 本当に国の政策の、ころころ変わるのにですね、担当課

はもろとも私たちも一緒になってですね、追いついていけないというのが現状であ

ると思います。言われたようにですね、農家の高齢化は避けられなくてですね、現

実に７０歳以上というふうになっております。 

そこでですね、それで、どんなにいい政策をしてもですね、もう気力、体力、も

う衰えてから、その政策もいいことがあってもあまりやりたくないというような人

が増えるとですね、ますますもってこの土地が荒れていきますので、これを何とか

活用するためには、まだこの南関町のほ場整備率というのを上げていかなくてはな

らない。しかし、この中山間地総合整備事業というのはですね、ちょっと一部、私
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たちのところを紹介しますと、約１億円ぐらいの工事費に対してですね、９,５０

０万、９,５００万円が国の補助ですね。この中には、県の補助も入っております

けれども、９５％、５％でよかとですよね。こういう事業は、また今からもあるで

しょうか。どうですか。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） はい。先ほど言いました、農地中間管理機構ですね、この

中で、国としては大区画化のほ場整備を計画しておりますけれども、中山間地にお

いては、１０ヘクタール以上を、この１０ヘクタールも１箇所に１０ヘクタールじ

ゃなくて、例えば中山間総合整備事業でここと、ここと、ここと、合わせて１０町

以上あったらば、国が５５、県が３５だったでしょうか、農家負担が７.５％、そ

してまたそれを集積率に、集約化によっては満額、集約化の割合が高くなったらば、

個人負担がゼロという場合もありますけれども、なかなかこれは本当にそのような

運用になるのかどうかは、まだはっきりしたところは分かっておりません。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） 農家の高齢化率、高齢化がですね、避けられない中で、

どんなに１００％補助でも、もうそれをする人がいないというようなところにいく

かもしれんですね、今のままでいけば。 

しかし、そこでですね、先ほど言ったような、何か一つ、農家の目玉、百姓して

よかったなというようなことを、何か政策を打ち出して、いいようなことはなかろ

うこと思うわけですが、これはどこの地域もですね、市町村も取り組んでおります

ので、非常に難しいとは思いますけれども、今言われたようなですね、万次郎かぼ

ちゃ、あるいは南関のうまい米等をですね、一つ奨励してやっていくならばという

ふうに思います。担当課としてもですね、非常に大変だとは思いますけれども、ひ

とつそのへんのところを、一つ、一から見直してですね、奨励をしていただくよう

にお願いをします。 

それからですね、これはまた違うとですが、今課長が、農地中間管理機構、これ

ははっきり名称は決まっとっとですかね。まあよかです。そういうような今課長が

言われましたように、今、この農地の管理機構というのが私たちの、もう高齢化に

なっておる地域の集落の用地を管理機構に寄せて、そして管理機構が意欲のある農

家にまた引き渡してやるというような、仲介をするところですもんね。これは農業

委員会のほうでは、もうそういうことはわかっておりますか。農業委員会のこの手

続きを、事務的な手続きを経ていかんと、これはいかんとでしょう。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） まず、農地中間管理機構の名称ですけれども、今のところ
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まだ仮称でございます。 

それから、農業委員会の件ですけれども、農業委員会についてはですね、この農

地中間管理機構の中の機構集積支援事業というのがございまして、農地中間管理機

構による担い手への農地集積集約化を推進するため、農地基本台帳の電子化、地図

化、耕作放棄地所有者への意思確認等の支援ということで、農業委員会へ交付金を

交付して、農業委員会でここらへんは取りまとめしてくださいという話も出ており

ます。 

今後、農地法の改正だとか、いろいろそこらへんの農業委員会関係は、改正すべ

きところは法改正されるものと思っております。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） これはですね、そういうようなことでもして、自分のと

ころの、自分の農地、あるいは集落の農地を荒かさんごつするためにはですね、そ

ういうような中間機構、農地管理中間機構かなんか、そういうところをですね、利

用しながら、これは売買するわけじゃなかでしょう、売買するわけじゃない。一応、

そこに預けて、その預けられた農地をまた集積した農家に作ってもらうというよう

なことだろうと思いますたいね。一応、そういうことをちょこっと聞きましたけど、

それをですね、各農家がその中間管理機構に交渉するということじゃなくて、町の

農業委員会が取りまとめて中間機構に業務をですね、取りまとめる業務を農業委員

会がするということでですね、やってもらわんと、進まんと思いますたいね。その

へんのところはですね、よろしくお願いをしたいと思いますが、どうですか。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） 土地については、議員おっしゃるとおり、リタイヤすると、

ある程度まとまったところが全部、農地中間管理分、貸しますよということであれ

ば、農地中間管理機構が借り上げて、ほ場整備が必要であればほ場整備をして、担

い手に貸し出すという仕組みでございます。 

すみません、もう一つは何だったですかね。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） その手続き、事務的手続きですたいね、それを一つ。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） すみません。事務手続き、業務の一部をですね、国の考え

としては市町村役場、あるいは農業委員会、またはＪＡに委託するということにな

っておるみたいで、先月でしたか、県で途中経過の説明会があったんですけれども、

そのときには、おそらく役場か農業委員会あたりに委託金を出して、そちらでやっ

てもらわにゃいかんだろうということで、いろんな業務がまた増える可能性がござ
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います。その会議の中でも、幾ら市町村にきて、来年度予算の関係がありますもん

ですから、どうするんですかということで県のほうに質問もあっておりましたけれ

ども、それはまだ中身は分かりませんということでですね、一応そういう方向で国

は考えておりますということしか、今のところ分かっておりません。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） そのへんのところは、国の指針がどうなるか分かりませ

んけれども、よろしくですね、非常に農家の高齢化になった農家の方々に、そのへ

んのところの事務手続きをしてくれというようなこと、これはもうできませんので、

そういう関係官庁でですね、やっていただくならばというふうに思います。これは

必ずですね、自分の土地はもう作れない、作れないけど荒らしたくはないという人

たちばかりだと思いますので、また集落の土地を荒れんように管理していかにゃい

かんのでですね、その土地を、ほ場整備していない土地をどうやって作るか、非常

に問題があるとは思いますけれども、なるだけ荒れんように持っていかにゃいかん

と思っております。よろしくお願いします。 

それからですね、もう一つ、来年度から取り組む、国の大体の指針が出ておりま

すが、日本型直接支払い、このことですたいね。これが、今ですね、農地水環境保

全向上対策というのがございます。それと、中山間地直接支払いというのが、二通

りの国から出ている金、これは県も町も出しておるとですが、そういう施策があり

ますたいね。これが、よく似ておるわけですね。日本型直接支払いにはですね、農

地維持支払いと、資源向上支払いというのが分けてあります。これはですね、今の

農地水環境保全向上対策、この中でですね、共同部門と向上部門とあるわけですね。

これとよく似ておるわけですね。それで、これが、この今されておる農地水向上対

策の中で、そのまま動かれるのか、全く違う方向で動かれるのか、これは新聞報道

だから何も分かりませんけど、課長も同じだと思いますけれども、都道府県にがで

すね、農地維持支払いがですね、約３,０００円、北海道は２,３００円になってお

りますが、資源向上支払いがですね、２,４００円、これを合算するとですね、５,

４００円ぐらいになるわけですね。内容は今はちょっと違います。今、向上支払い

はですね、今の農地水向上支払いというのは、私たちの地域の農道を何メートルぐ

らい農道舗装をしたい、それで、ありませんかというように言われているのに対し

て、手を上げたところに対してですね、補助金を出そうというような仕組みになっ

ております。 

それで、農地の共同部門というのは、その地域で共同で排水溝の清掃をしたり、

農道の刈払いをしたり、農道の手入れをしたりというようなことに対して、その日

当分を支払いますよというような内容なんですよね。 
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それでですね、この内容がまたちょっと違うとですが、金額もちょっと違うよう

になってきますが、このへんのところをちょっと、分かっておるしこでよかですけ

ん、教えてもらえんでしょうか。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） 日本型直接支払い制度の中の共同活動による保全というご

質問でございますけど、これ、議員おっしゃるとおり、農地維持支払いと資源向上

支払いと二つに分かれておりまして、これは農地水向上活動の共同活動と同じもの

だと私は思っております。農道の舗装とか、水路改修とか、向上活動分については

今までどおり、残っておるものじゃなかろうかと思います。共同活動分だけが、こ

の二つの農地維持支払いと資源向上支払いに衣替えするのではなかろうかと思って

おります。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） そうなりますと、今の共同部門がこの二つに分かれると

いうことですか。向上対策については、そのままの向上対策でいくわけですかね。

課長の見解でよかですけん。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） 向上活動は、そのままいくんだろうと、今の時点では思っ

ております。それで、この共同活動が衣替えすると言いましたけれども、田んぼに

おいては３,０００円と２,４００円で５,４００円という基準額が出ておりますけ

れども、この中で、現行の農地水保全管理支払いを５年以上継続している地区につ

いては、この単価の７５％を適用するということになっておるみたいです。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） はい、分かりました。これはまだはっきりしたところは、

来年度、１４年度から取り組むということですので、実際、現場のほうに指導され

るというのは２０１５年ぐらいになるでしょうね。今１３年ですから、１４年、来

年、再来年ぐらいになりますかね。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） 一応、国としては、来年度からは予算措置として実施して、

２７年度から法律に基づき実施するということで、実施自体は来年からされるんじ

ゃなかろうかと思っておりますけれども。 

すみません、確定ではないです。私の見解としては、そうじゃなかろうかと思っ

ております。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） 分かります。しかし、大体来年度あたりから計画して再
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来年度ぐらいから実施すると、大抵のところの経緯がわかっとかんと、私たちもで

すね、いろいろな計画がありますもので、ちょっとお聞きしました。 

それからですね、一つ、中山間地直接支払いというのがありますね。これは農地

水とは全く別な支払いになるわけですが、今、南関町でですね、これは６０組織ぐ

らいあると思います。それで、この組織じゃなくて、内容、今、中山間地が緩傾斜

部分と急傾斜部分と分かれておるとですが、これは内容的には全く変わらないよう

なことでしょうか。どうですか。 

○議長（本田眞二君） 経済課長。 

○経済課長（西田裕幸君） 中山間地域等直接支払い交付金につきましては、従来どお

りということを聞いております。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） はい、分かりました。 

先ほどから申しましたようにですね、私たちもわからん、原課もですね、まだは

っきり分からんというような状況の中ですので、新しい情報が入りましたらひとつ、

いち早く教えていただきたいというふうに思います。 

非常にこの補助金の内容がころころ変わり、そして難しい取り組みに、非常に難

しいところございますのでですね、早めに分かって対策を取らんとできんところも

ありますので、よろしくお願いいたします。 

これでですね、農業の部分につきましては終わりたいと思います。 

それから、先程来、福祉バスのことをお伺いをいたしました。うから館が指定管

理者制度に第三セクターからうから館が指定管理者制度に町が移行したときにです

ね、バスもこれはすぐ引き受けてやっておられるわけですけれども、今度また新し

く指定管理者制度に、全く変わってしまう、そこでですね、今までも指定管理者制

度でですね、取り入れられてやってきたんですけれども、もうバスも先ほど１２年

になるというようなお話が課長からございました。それで、これをまだ今からも、

この同じバスを使うということじゃなくて、このバスの運用を、運行をこのままに

していくのか。これはもう、今が一番いい時期では、見直すのには一番いい時期で

はなかろうかなと思ってお尋ねをしたわけです。その内容につきましては、どうい

うふうに見直すのかと言われますと、それは指定管理者制度の指定管理者の人の思

いもありましょうと思います。それで、その思いどおりに動かして、集客を１人で

も多くの人を集客して、利益につながるような運用の仕方をされるのがベストでは

なかろうかなと思うわけですね。 

それと、町のほうもですね、バスを動かして、それなりの経費もかかっておる。

今度また新しく更新も考えなければならない時期であろうしですね、そういうこと
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じゃなくて、もうここで指定管理者の方にバスの運用、運行については、もう任せ

るというようなことでですね、私はそれがいいんじゃなかろうかとなという思いで

ございます。 

先ほど、課長のほうからですね、そういうふうに、もうできれば良い時期ではな

かろうかと自分たちも思っておるというような答弁でございましたので、あまりそ

れを深く掘って聞くつもりはございませんが、両方、いいようにしなくてはなりま

せんのでですね、指定管理者の方々も今までどおりではお客さんが寄らないという

思いもありましょうし、町のほうもですね、今まで動かしているバスを町民の方々

の本当にためになるようなバスの動かし方はないかというふうに考えたほうがいい

のじゃなかろうかなと、私は思います。そのへんのところを、もう１回お願いしま

す。 

○議長（本田眞二君） 福祉課長。 

○福祉課長（坂井智德君） はい。ただいまの１１番議員さんのご指摘、ご要望ですけ

れども、当初、１２年度から有限会社うから館ということで、三セクという形で、

やはり利用の促進を図るということで、福祉バスを導入し、うから館を利用される

方ということでスタートした経緯がございます。その後、平成２０年、指定管理者

制度で民間企業の方にお願いしたということで、その時点で、従来の福祉バス関係

の要項も改訂をいたし、巡回福祉バスというような形で、今のルートあるいは時間

等を検討して現在に至っております。 

そういった中で、最初のお答えいたしましたように、どうしてもまだうから館の

バスというイメージがぬぐい去ることができないところでございます。今度、４月

１日から指定管理者での運営ということで準備を進めさせていただいておるところ

ですけれども、あくまでうから館の指定管理者における福祉バスという考えは、一

応担当課としては持っておりません。あくまでうから館はうから館、福祉バスは町

が独自に運営をする交通公共機関の空白地帯をどのようにして公共施設を利用して

いただくかということで考えております。 

また、この後もそういった考えで取り組みをいたしたいと思います。しかし、そ

の運行については、今、発着がうから館に最終的な発着場ということで、便宜上さ

せていただいているところですけれども、指定管理者制度ができましたならば、あ

くまでそこははっきりした区別という形で、朝、地区を周りまして、最終的に１１

時過ぎぐらいにうから館、それから午後は、うから館が２時半ぐらいに出発して、

４時前後ぐらいに役場のほうに帰るという、今、そのルートで運行しております。

少なくとも、指定管理者制度になりましたならば、その発着場所を最終的に役場庁

舎のほうで、その待機時間を考えるというような、そういったはっきり住民の方に
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うから館バスじゃないんだよ、これは町が独自で運営している公共交通機関のバス

ですよというような、やはり周知というか、そういった宣伝をする必要があるかと

思いますので、時間的なもの等につきましても、１１番議員さんがおっしゃるよう

に、ちょうどそういったことをやはり真剣に考える時期ではなかろうかと思ってお

ります。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） このですね、前指定管理者の発足当時にですね、このバ

スについては、もうバスそのものも、もう指定管理者、うから館と一緒にやって、

運行もそっちに任せたらどがんかという議論も最初はございました。それでですね、

その時は、もうバスは町の福祉バスであって運行は町がする、そして月、水、金。

火、木、土に分けてすればいいじゃないかというようなことになってですね、今の

ままになっておったわけですけれども、町そのものが、そのバスを動かす、バスの

経費もみんなする、バスに代わる経費を町が持つということよりも、指定管理者の

営業される方が、実際はどういうふうにするというように、自分たちだけでローテ

ーションを組んでされるのが、一番いいんじゃなかろうかという思いからですね、

そういうふうに思ったわけでした。 

今、課長もそういうふうに考えておるということですので、これ以上、聞くつも

りはございません。 

それと、そうするとですね、今のバスは、それならどうするかということになり

ます。それでですね、これはまちづくり課のほうでですね、買い物宅配サービスと

か、タクシー料金助成事業とか、いろいろなこの乗り物に関する助成もございます。

そういうことを勘案しながら、そういうほうにも回されないかということもですね

え、検討する余地があるのではなかろうかなというふうに思います。 

それで、まちづくり課、課長にですね、こういうような内容を、今度、例えばう

から館のバスを指定管理者の方がもう一企業で回すということになったときは、今

のバスが空くことになりますので、これを町づくりのほうに利用されないかという

ことも検討されるならどうかというふうに思いますが、そのへんのところはいかが

ですか。 

○議長（本田眞二君） 総務課長。 

○総務課長（堀 賢司君） 福祉バスにつきましてはですね、平成２０年度に全て要項

がですね、変わっております。南関町巡回福祉バス管理運行実施要項ということで

ですね、うから館のバスじゃありません。町が公共施設、町が管理する公共施設を

運行するバスというふうに、基本的に平成２０年度に変わっております。今後、そ

の福祉バスをどのように運行していくかということについては、先ほど福祉課長か
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らも話がありましたとおり、交通空白地帯の人たちの輸送手段として考えられない

ものかと。いろんな考え方、結論的には出ておりませんが、現在もそういうふうな

使い方をしているし、ただ、現在は、月、水、金、地区によって１日交代というふ

うな状況の使い道ですので、これが果たして、現状、使い勝手があるのかという部

分等を踏まえて、総合的に南関町の公共交通のあり方についてですね、福祉タクシ

ーも踏まえて、福祉移送サービスもやっておりますので、諸々の公共交通のあり方

について、今後、検討しなければならないというふうに考えているところです。 

○議長（本田眞二君） １１番議員。 

○１１番議員（酒見 喬君） そうですね。これはですね、今言われましたようにです

ね、２２年度頃だったでしょう、そういうバスの運行については、使い道について

は、いろいろ問題があり議論したことがございます。そういう中でですね、今の運

行が月、水、金、火、木、土になっておるわけですが、この状況を見ておりますと

ですね、それは総務関係の方々が１回見られたこともあるようですけれども、私た

ちのところに来るのは火、木、土ですが、どうもその利用状況というのがですね、

ガラガラのようでございます。 

それで、温泉ばかりの利用ではございませんのでですね、温泉専用バスのような

感じでというのをここに表現しておるとですが、やっぱりうから館の集客用のバス

というのは、その営業する方が計画をもってされたほうが一番ベストだろうと私は

思いますので、福祉バスの、本来の福祉バスの動かし方をどうするのかということ

をですね、また今から検討、返事はすると、お答えをもらうとか、そういうことは

毛頭考えてはおりません。ただ、今からこれらについては検討する余地があるので

はなかろうかなというふうに思っているところでございますので、お答えをもらう

つもりはございません。本当の、本来の福祉バスの形にですね、戻していったらど

うかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

これをもってですね、私の質問は終わります。 

○議長（本田眞二君） 以上で、１１番議員の一般質問は終了しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（本田眞二君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

明日１８日は、午前１０時に本会議場にご参集ください。 

本日は、これにて散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時０２分 


